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はじめに 

恵庭市の高齢者人口は、２０１７（平成２９）年１０月１日時点で１８，３３３人であり、総人口に占め
る割合は２６．４％       恵庭市民 ４人 １人以上が６５歳以上の高齢者という状況にあります。 
一方、いわゆる「団塊の世代」が７５歳以上の後期高齢者に到達する２０２５年  高齢化率 ３０％ 達 

ること 見込   ３人 １人が高齢者という時代が間近に迫っており、  ２０４０年   団塊    世代  
６５歳以上となるなど高齢化への対応が求められています。 
介護保険制度      超高齢社会    介護問題 解決 要介護者等 社会全体 支  仕組    

創設され、現在では介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきています。 
２０１５（平成２７）年度より開始した第６期事業計画以降 本計画  地域包括  計画  位置     

２０２５年 姿 念頭 将来の介護需要等を推計した 中長期的 視点  目標 設定     求      
す。 
具体的には、２０２５年   各計画期間を通じて、地域の実情に応じた「地域包括ケアシステム」を構築する 

ことを目標として、 自立支援 介護予防の推進」、 在宅医療 介護連携   認知症施策   生活支援 介護予防
サービスの充実」といった各方策を段階的・効果的に充実させるほか、北海道医療計画  整合性 確保     
      増  一体性 連続性 意識  計画      求        
   高齢者一人         長 期間 健康   有意義 暮     体制整備  生        

個人の生活のみならず、社会全体にとっても重要な課題であり、   対応     豊富 知識 経験 有  
高齢者が地域活動の担い手、支え手として活動できるよう、社会活動、生涯学習活動等を通しての生きがいづくりの
推進  積極的 社会参画等     地域社会 支  力         仕組     構築  いくことが今後
ますます必要となります。 
第７期恵庭市高齢者保健福祉計画・恵庭市介護保険事業計画は、第６期事業計画での成果を引き継ぐととも

に、高齢者 自立支援 重度化防止 取 組  推進     ＰＤＣＡ     活用  保険者    機能
を高めるほか、地域包括       深化 推進 向  様々 取 組  行        
終    計画策定     協力       市民 各事業者 皆様     度重   審議        

恵庭市社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門部会委員、市議会議員、関係機関の各位に心よりお礼を 
申 上        今後  高齢社会対策 推進 向   理解  協力 賜       願い申し上げます。 

  ２０１８年３月 

                     恵庭市長  原 田   裕
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  １ 計画策定の趣旨 

介護保険制度 施行   ２０００（平成１２）年当時 約９００万人*1 だった７５歳以上の高齢者は、
最新のデータでは約１，７５３万人*2 となって   介護保険制度開始後１７年 実 約１．９倍もの増加と 
なっています。また、２０１７（平成２９）年７月 国立社会保障 人口問題研究所 公表   日本 将来
推計人口」*3 によれば、「団塊の世代（１９４７（昭和２２）年 １９４９（昭和２４）年生  ）  
７５歳以上   ２０２５年  後期高齢者が２０００万人を超える社会が予測されています。 
また本推計によれば ２０２５年の６５歳以上の高齢化率 ３０％に達すると推計されており、２０４０年
にはいわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上になるなど、高齢化は今後さらに進展     見込  ています。 
一方、高齢化は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加するなど各地域
 状況 異           地域 実情    高齢者施策 持続可能 介護保険制度 介護保険制度
が目指す「高齢者の尊厳の保持」や「自立支援」をいかに実現していくかが問われています。 
    限 住 慣  地域  最後  尊厳    自分   生活 送    老       、これは多くの
人々に共通する願いであり、    実現     必要 介護    基盤等 整備 勿論    介護 医療 
生活支援・介護予防が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築、そして深化・推進を目指していかな
ければなりません。 
そのため、本計画では２０２５年 介護需要      必要 保険料水準   推計   中長期的 視
点 立  恵庭市 高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、２０１８年度  ２０２０
年度   ３年間 施策 考 方及 目標 定       
*1 出展「国勢調査 （各年1０月１日現在） 

*2 出展「人口推計 平成２９年１１月報 （総務省統計局）

*3 出生中位・死亡中位推計結果による 

  ２ 計画の性格・法的位置づけ 

   高齢者保健福祉計画  老人福祉法第２０条 ８ 規定 基   老人福祉事業 方策 供給体制 確
保に関し必要な事項に関する計画として策定します。 

   介護保険事業計画は、介護保険法第１１７条の規定に基づき、介護給付等のサービスや地域支援事業に 
関     種類   量 見込 及 見込 量 確保    方策 保険給付 円滑 実施 図    必要
な事項に関する計画として策定します。 

        二  計画 一体      策定  計画 基本理念 実現 目指  総合的 一体的 取り組み
を進めます。 

第 1章 計画策定の趣旨 

第１章 計画策定の趣旨
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  ３ 計画期間及び見直し時期 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（以下「第７期事業計画」という。）は、「団塊の世代」が７５歳
以上となる２０２５年 高齢者介護 対  姿及 「地域包括ケアシステム」の深化・推進 念頭  ２０２３
年    目標 立     至 ２０１８年度  ２０２０年度   ３年間 計画期間     

【計画期間フロー】 

  ４ 計画策定体制 

  １ 社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門部会 

第７期事業計画の策定にあ     保健 福祉 医療 関係者 介護保険 事業所 介護支援専門
員 被保険者（公募 市民） 介護給付等対象    利用者及   家族 費用負担関係者等で  
構成される「社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門部会」（以下「専門部会」という。）において、 
必要 審議 行    

  ２ 利用者及び市民等の意見反映 

第７期事業計画の策定にあたり、要介護１ ５の認定を受けている高齢者本人と家族等の介護者を対
象    在宅介護実態調査   要支援１ ２ 認定 受    高齢者    一般高齢者を対象とした
「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」 行       市内の介護保険施設等を有する事業者等への 
      行    、第７期事業計画（案）を公開し、パブリックコメントの募集 住民説明会 開催する
ことで、第７期事業計画に広 市民 意見 反映するよう努めました。 

第 1章 計画策定の趣旨 

第５期計画 
2012 2014 

第７期計画 

2018 2020
第６期計画 
2015 2017

第 8期計画 
2021 2023 

第 9期計画 
2024 2026 

地域包括ケアシステムの深化・推進 

▲                                             ▲

団塊世代が 65歳に                                          団塊世代が 75歳に

2015(H27)                             2025
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  ５ 計画策定後の点検体制（計画の進行管理等） 

高齢者 自立支援 重度化防止 取り組みを推進するためには、PDCA サイクルを活用して保険者機能を強
化していくことが重要です。２０１７（平成２９）年の法改正により、保険者は地域課題を分析し、地域の実情
 則   高齢者 自立支援 重度化防止 取り組みに関する目標を計画に記載するとともに、目標に対する実
績評価及 評価結果 公表 行          
第７期事業計画  各年度      進捗状況等 専門部会 報告するとともに、高齢者 自立支援 
重度化防止 観点   関係機関 専門職 連携 図  施策 実績評価 行        介護     
実績       地域支援事業 含  評価 行    高齢者保健福祉 推進 介護保険制度 円滑 
運営、計画の推進状況等について審議します。 

  ６ その他計画との関係性 

  １ 恵庭市総合計画 

２０１６（平成２８）年３月 策定   第５期恵庭市総合計画」（以下「総合計画」という。）は、
近年 少子高齢化に表される人口減少社会 対   市民 行政 協働     重要性をうたい、    
２０２５年 目標年次    様々 分野 施策 体系化       
恵庭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、総合計画における高齢者を対象とした個別計画と
して位置づけられています。 

  ２ 恵庭市地域福祉計画 

 恵庭市地域福祉計画   地域福祉施策 総合的 推進      理念 、住民参加   地域  
りを進めるための個別施策などを内容としており、恵庭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の各  
施策を地域で推進するための重要な役割を果たすことから、連携を図り推進します。 

  ３ 恵庭市障がい者福祉計画 

「恵庭市障がい者福祉計画」・「障がい福祉計画」は、高齢者を含む障がいのある人の生活全般に関わる
施策を体系化し、具体的方向を示したものです。類似したサービス・施策があることから、恵庭市高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画と連携を図り推進します。 

  ４ 恵庭市のその他計画 

恵庭市総合計画の部門別の計画として、「恵庭市都市マスタープラン」、 恵庭市住宅政策基本計画  
「恵庭市バリアフリー基本構想」、「恵庭市健康づくり計画」、「恵庭市生涯学習基本計画」の様々な計画等
があり、恵庭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画と連携を図り推進します。 

第 1章 計画策定の趣旨 
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  ５ 北海道の計画 

北海道 策定   北海道保健医療福祉計画   北海道医療計画   北海道地域  体制整備構
想   北海道高齢者保健福祉計画 及  北海道介護保険事業支援計画   近隣市町村 広域的 
連携 図  協力  施策 推進       目的      恵庭市高齢者保健福祉計画 介護保険
事業計画は、これらと調和のとれた計画となります。 

第 1章 計画策定の趣旨 
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第２章 高齢者の現状と将来推計 
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  １ 高齢者人口の現状と将来推計 

我が国の人口は２０１７（平成２９）年１月１日現在 約１億２，６８２万人となり、２００８
（平成２０）年  人口減少社会 転      一方 ６５歳以上 高齢者数 約３，４７０万人  
     総人口 占  高齢者 割合     高齢化率 約２７．４％        
２０１７（平成２９）年１０月１日現在、住民基本台帳 基  恵庭市の人口は６９，５２９人で

あり、このうち６５歳以上の高齢者は１８，３３３人 高齢化率 ２６．４％となっています。 

 【高齢者人口の推移】                             ＜単位：人＞

計画期間 
第４期計画(実績) 第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 

H21 H22 H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

総 人 口 68,608 68,809 68,938 69,126 68,876 68,950 68,974 69,212 69,529

高齢者人口 
人数 13,717 14,122 14,547 15,099 15,806 16,605 17,238 17,811 18,333

高齢化率 20.0% 20.5% 21.1% 21.8% 22.9% 24.0% 25.0% 25.7% 26.4% 

前期高齢者 人数 7,690 7,668 7,666 7,836 8,214 8,719 9,092 9,299 9,465 

(65～74 歳) 比率 11.2% 11.1% 11.1% 11.3% 11.9% 12.6% 13.2% 13.4% 13.6% 

後期高齢者 人数 6,027 6,454 6,881 7,263 7,592 7,886 8,146 8,512 8,868 

(75 歳～) 比率 8.8% 9.4% 10.0% 10.5% 11.0% 11.4% 11.8% 12.3% 12.8% 

40～64 歳人口 
人数 23,402 23,650 23,838 23,917 23,844 23,662 23,539 23,505 23,520

比率 34.1% 34.4% 34.6% 34.6% 34.6% 34.3% 34.1% 34.0% 33.8% 

 ※各年１０月１日時点 

 【高齢者人口の推移グラフ】 

＜各年１０月１日現在＞ 

第２章 高齢者の現状と将来推計 

第２章 高齢者の現状と将来推計
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高齢者人口の将来推計値を算出すると、２０２０年 高齢化率 ２８．６％ ２０２５年  ３０％と
なり、高齢者人口も２０，８８２人      予測         恵庭市民 ３人 １人 ６５歳以上 
高齢者         冒頭 述  国立社会保障 人口問題研究所 将来推計に近づいていることを表します。 

 【高齢者人口の将来推計】                          ＜単位：人＞

計画期間 
第 7期計画(推計)  将来推計 

2018 2019 2020 2025 

総 人 口 69,881 69,941 70,000 69,452 

高齢者人口 
人数 19,002 19,497 19,992 20,822 

高齢化率 27.2% 27.9% 28.6% 30.0% 

前期高齢者 人数 9,578 9,727 9,874 8,678 

(65～74 歳) 比率 13.7% 13.9% 14.1% 12.5% 

後期高齢者 人数 9,424 9,770 10,118 12,144 

(75 歳～) 比率 13.5% 14.0% 14.5% 17.5% 

40～64 歳人口 
人数 23,058 22,962 22,867 22,447 

比率 33.0% 32.8% 32.7% 32.3% 

 ※各年１０月１日時点  推計値

 ※推計値      厚生労働省提供    地域包括   見  化     」により算出。 

 【高齢者人口の将来推計グラフ】 

＜各年１０月１日時点＞ 

第２章 高齢者の現状と将来推計 
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  ２ 要支援・要介護認定者の現状と将来推計 

２０１７（平成２９）年の第１号被保険者の要支援・要介護認定者数は２，７５２人 認定率 
１５．０％となっています。２０１６（平成２８）年度  高齢者人口と同様に認定者数も増加していました
が、恵庭市では２０１７（平成２９）年度  介護予防 日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）
 実施     要支援者 一部 予防給付  総合事業 移行       認定者数及 認定率が一時的に
減少しています。

 【要支援・要介護認定者数の現況】                       ＜単位：人＞

計画期間 
第４期計画(実績) 第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

第
１
号
被
保
険
者

要支援１ 313 387 415 485 519 616 668 710 572 

要支援２ 347 339 412 442 476 477 498 504 406 

要支援計 660 726 827 927 995 1,093 1,166 1,214 978 

要介護１ 294 359 419 437 449 473 540 558 600 

要介護２ 327 349 383 379 417 406 386 394 382 

要介護３ 229 210 206 234 248 249 254 286 276 

要介護４ 193 181 194 214 225 234 254 263 266 

要介護５ 136 167 183 199 235 245 241 236 250 

要介護計 1,179 1,266 1,385 1,463 1,574 1,607 1,675 1,737 1,774 

計 1,839 1,992 2,212 2,390 2,569 2,700 2,841 2,951 2,752 

認定率(高齢者に占める割合) 13.4% 14.1% 15.2% 15.8% 16.2% 16.3% 16.5% 16.6% 15.0% 

第２号被保険者 63 69 69 70 67 77 76 81 70 

合計 1,902 2,061 2,281 2,460 2,636 2,777 2,917 3,032 2,822 

 ※各年１０月１日時点 

 【恵庭市の認定者数の推移グラフ】 

＜各年１０月１日現在＞ 
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高齢化の進展と共に認定者数も増加し、２０２５年  ３，８４８人 認定率 １８．５％まで上昇する
ことが予測されます。 

 【要支援・要介護認定者数の将来推計】                     ＜単位：人＞

計画期間 
第７期計画(予測)  将来予測 

2018 2019 2020 2025 

第
１
号
被
保
険
者

要支援１ 635 670 707 864 

要支援２ 415 420 425 484 

要支援計 1,050 1,090 1,132 1,348 

要介護１ 628 640 668 816 

要介護２ 393 401 410 454 

要介護３ 301 344 397 513 

要介護４ 276 294 336 400 

要介護５ 266 283 300 317 

要介護計 1,864 1,962 2,111 2,500 

計 2,914 3,052 3,243 3,848 

認定率(高齢者に占める割合) 15.3% 15.7% 16.2% 18.5% 

第２号被保険者 77 84 94 98 

合計 2,991 3,136 3,337 3,946 

 ※各年１０月１日時点  推計値

 ※推計値      厚生労働省提供    地域包括   見  化         算出 

 【恵庭市の認定者数の将来推計グラフ】 

＜各年１０月１日現在＞ 

第２章 高齢者の現状と将来推計 
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  ３ 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の現状と将来推計 

恵庭市では２０１７（平成２９）年度  総合事業 実施  おり、従来の介護予防訪問介護と介護予防
通所介護を総合事業へ移行       保健課の訪問型短期集中予防事業と通所型短期集中予防事業を
総合事業として実施しています。今後、毎年６０名程度の対象者の増加が見込   介護予防 重度化防止 
目的に総合事業の充実を図ります。 

 【総合事業対象者の将来推計】                        ＜単位：人＞

計画期間 
第６期 第７期計画(予測)  将来予測 

2017 2018 2019 2020 2025 

事業対象者 344 404 464 524 824 

 ※各年１０月１日時点  推計値。 

 ※2017  見込 数 

  ４ 日常生活圏域の設定 

日常生活圏域について 

日常生活圏域     住民 日常生活 営    地域    地理的条件 人口 交通事情  他 
社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況、その他の条件を総合的に勘案して
定める区域として介護保険法で規定されており、概ね３０分以内に必要なサービスが提供される区域として、 
学校区などを単位として想定しています。 
本市      圏域 設定 介護保険法 規定    第３期介護保険事業計画（平成１８ ２０

年度）    小学校区 基本   圏域 設定    した。しかし、高齢者人口の増加に伴い、圏域間のバラ
ンスが崩れ、一部の地域包括支援センターの業務負担が増大した       適切 圏域   方    
検討を進めた結果、高齢者人口 地域等 平準化 行    第６期事業計画中の２０１６（平成２８）  
年度  ３ 所  ４ 所  日常生活圏域 見直  行  新たに中島・恵み野地域包括支援センターを  
設置しました。 

恵庭市地域包括支援センター 担 当 地 域 

たよれーる ひがし 
（ひがし地域包括支援センター） 

漁太 春日 中央 上山口 戸磯 和光町 黄金北 黄金南 黄金中央 
相生町 緑町 住吉町 末広町 栄恵町 泉町 京町 漁町 福住町 新町 
本町 

たよれーる みなみ 
（みなみ地域包括支援センター） 

有明町 大町 文京町 牧場 盤尻 桜森 恵央町 幸町 柏木町 
美咲野 桜町 駒場町 白樺町 恵南 

たよれーる きた 
（きた地域包括支援センター） 

島松寿町 島松仲町 島松東町 島松本町 島松旭町 北島 島松沢 
下島松 中島松 西島松 林田 穂栄 南島松 北柏木町 柏陽町 

たよれーる 中島・恵み野 
（中島・恵み野地域包括支援センター）

中島町 恵み野東 恵 野西 恵み野南 恵 野北 恵 野里美

第２章 高齢者の現状と将来推計 
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日常生活圏域の状況等 

   市内の４  日常生活圏域 高齢者数 要支援 要介護認定者数     利用者数 次       

平成29年3月31日現在　

第１号被保険者　　

平成29年3月31日現在　

要支援者

要介護者

※ 現時点(専門部会開催時)では国保連への請求・支払いが締められてない数値でしかないため、国への状況報告値とは一致するものではない。

第１号被保険者　

平成29年3月分　

居宅サービス

特定施設入居者生活介護以外

特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

地域密着型通所介護

定期巡回・随時対応型ｻｰﾋﾞｽ

施設サービス

認定率

計 57人 777人

ひがし地域包括

支援センター

前期高齢者

（65～74歳）

後期高齢者

（75歳～）

漁川右岸地区

高齢者数

（高齢化率）

男性

男性

10.5%

1,099人 10.0%

1,284人

2,383人

1,407人 12.1%

担　当

7.0%

142人

448人

16.5%

人 口
22,612人

8,755人

人数

女性

人数

50.2%

4,414人 25.3%

2,492人 28.5%

2,032人 18.4% 1,922人 22.2%

17,423人

8,668人 49.8%

男性

4,723人

2,691人

12.2%

966人 11.1%

計

合計

男性

女性

11,016人

11,596人 51.3%

48.7%

漁川左岸地区

35.9%

7,942人 23.6%

10,104人

漁川左岸地区 島松地区日常生活圏域

担　当

1,847人 29.4%

2,422人

漁川右岸地区

みなみ地域包括

支援センター

きた地域包括

支援センター

13,026人

日常生活圏域

11.1%

2,340人 10.3%

933人 8.5%

2,122人

956人

1,276人

11.0%

1,336人 15.3%

2,117人

971人

876人

1,146人

2,152人

1,156人 13.2%

2,292人 13.2%

島松地区

18.9%

16.3%

23.2%

6,287人 48.3%

6,739人 51.7%

28.4%

4,269人20.9% 32.8%

8,728人

9,318人

69,197人

33,583人 48.5%

35,614人 51.5%

18,046人 26.1%

10人

314人

人数

44人

女性

7人

住所地

特例

6人

ひがし地域包括

支援センター

みなみ地域包括

支援センター

きた地域包括

支援センター

13人

4.0%

3.0%

9.5%

3.5%

187人

167人

329人 6.7% 297人

4.3% 188人

16.5%

1.0%

12人

48人

70人

0.0%

13.2% 101人

88.0%

3.8% 27人

1人

674人93.0% 665人

13.6% 97人

0.1%

63.2% 452人

61.8% 442人

1.4%

日常生活圏域

担　当

利

用

者

61.0% 467人

58.2% 446人

2.7% 21人

13.8% 106人131人

5人

48人

70人8人

8人

1人

0.0%

9.0%

29人

ひがし地域包括

支援センター

8人

3.7% 28人

715人

16.2%

766人

17.9%

きた地域包括

支援センター

みなみ地域包括

支援センター

漁川左岸地区漁川右岸地区

116人

1.1% 8人 1.0%

16.2%

島松地区

10人

40人

16.9%

1.9%

2.5% 109人

1.5% 274人

97人

1.7% 74人

住所地

特例

126人

119人

2.2% 99人

1.5%

3.4%

2.3%

2.7%

65人

66人

418人

7.4%

1.6%

合計

64人
未利用者

計 88.4% 687人

5人

17人 2.8% 20人 3.8%

486人

471人

15人

16人

60.6%

62.5%

6.2%

0.6%

2.2%

15人

25人

1,246人

4.2% 754人

2.7% 492人

7.4%

4.4%

3.0%

10.6%

188人

452人 1,777人

要支援２

要支援１

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

1.4%

6.9%

9.5%

1.6% 69人

1.5%

67人

1.6% 67人

6人

9人

7人

71人

92人1.9%

1.5%

1.5%

女性

13.9%

15.4%

17.0%

12.6%

3,556人 10.6%

5,172人 14.5%

計

13.5%

4,386人 13.1%

4,932人 13.8%

253人

1.5% 276人

9.8%

3,023人

16.8%

3.2% 581人

2.2% 393人2.2% 96人

147人

中島・恵み野地区

中島・恵み野地域包括

支援センター

15.8%

1,944人 12.0%

791人 10.4%

1,153人 13.5%

293人

4.3% 185人

2.5% 108人

9.7% 415人

3.2% 138人

2.3% 18人

58人

1.4% 58人

16,136人

7,612人 47.2%

8,524人 52.8%

4,640人 28.8%

2,141人 28.1%

2,499人 29.3%

2,696人 16.7%

1,350人 17.7%

1,346人

中島・恵み野地区

中島・恵み野地域包括

支援センター

6.9%

15.3%

計

63.3%

57人

15.3% 117人

2.1% 16人

3.5% 27人

1.4%

0.0%

10.2% 78人

86.8% 665人

8.9%

91.1%

11.7%

0.3%

2.8%

4.3%

1.4%

16.1%

3.9%

59.4%

100.0%

7.3%2人 7.9% 61人 60人

3,023人

268人

2,755人

354人

9人

84人

131人

42人

486人

220人8.4% 56人7.3%41人5.4%

1,915人

118人

1,797人

中島・恵み野地区

中島・恵み野地域

包括支援センター

61.4% 470人

53.9% 413人

1.5% 65人

708人

要支援・要介護認定者数

高 齢 者 数

サービス利用者数

第２章 高齢者の現状と将来推計 



15 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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  １ 各種調査結果による恵庭市の地域課題 

第７期事業計画 策定     地域住民      利用 関  意向等 把握       住民 心身 
状況、その置かれている環境その他の事情等、要介護者等の実態を把握するために、以下のとおり「在宅介護実態
調査   介護予防 日常生活圏域   調査  実施     本調査  見  恵庭市 地域課題    述 
ていきます。 

１ 在宅介護実態調査から見えるニーズと課題 

項目 内容 

調査目的 
 高齢者等 適切 在宅生活 継続   家族等介護者 就労継続  実現 向  介護    
の在り方を検討することを目的とし、第７期事業計画       高齢者施策 基礎資料   
活用する。 

調査対象 対  象：要介護１ ５ 認定 受    高齢者本人 家族等 介護者

調査人数 ９０２人（訪問調査２５０人、郵送調査６５２人） 

調査方法 

在宅 生活    要介護者    認定 更新申請 区分変更申請      人 対象   
郵送と認定調査員による聞き取りによる方法で実施。 
Ａ票：本人もしくは家族等に回答いただく項目 
Ｂ票：主な介護者もしくは家族等に回答いただく項目 

調査期間 ２０１６（平成２８）年１１月 ２０１７（平成２９）年３月 

有効回収数 ６９４件（回収率７６.９％） 

調査項目 

（１）本人の属性について 
（２）本人の心身の状態について 
（３）支援      利用実態    
（４）支援・サービスのニーズについて 
（５）介護者の属性について 
（６）介護者の就労状況について 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定
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在宅介護実態調査  在宅 生活 続  要介護１ ５ 認定 受  方   家族 対象   行     
第７期事業計画の策定において、国から新たに提示された基本指針には、要介護状態等にある家族を介護するため
離職          介護離職」の防止が重要であると指摘されています。 
本調査の結果から、恵庭市では「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」と答えた人の割合は      

７４．０％    家族 介護 行     就労  問題  続       ３３．１％、「問題はあるが何とか
続けていける」が４３．３％となっています。 

○家族や親族で、介護のために辞職した人の有無（複数回答）

○今後も働き続けながら介護をしていくこと 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

5.0%

1.1%

2.4%

0.4%

74.0%

1.7%

15.3%

0% 20% 40% 60% 80%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞め

た（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はい

ない

わからない

無回答

合計(n=458)

33.1% 43.3% 5.1%3.2%6.4%8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=157)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
わからない 無回答
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介護者 不安 感    介護  認知症状  対応  ２０．１％と最も多く、「外出の付添い、送迎等」や   
「入浴・洗身」が続いています。また介護する家族が担っているのは「掃除、洗濯、買い物」が８０．１％と最も多く、  
「外出の付添い、送迎等」、「食事の準備」が続いています。 

○介護者 方 不安 感  介護（複数回答）

○主 介護者 行    介護（複数回答）

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

7.0%
9.8%

2.8%
12.9%

1.7%
1.3%

6.1%
19.4%

7.0%
20.1%

2.6%
9.8%
12.7%

6.1%
3.5%

8.5%
3.9%

32.8%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=458)

9.2%
9.0%
7.9%

16.6%
12.4%
17.7%

12.9%
67.0%

30.1%
12.9%

7.4%
63.3%

80.1%
59.4%

5.9%
0.2%
0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計(n=458)
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今後 在宅生活 継続    で必要な支援やサービスにおいては、「移送サービス」が２３．５％と最も多く、 
次   外出同行   掃除 洗濯  配食 買 物  続      施設等  入所 検討状況  検討      
が６７．４％    多  高齢者 在宅  生活 継続     望              

○今後 在宅生活 継続 必要 感  支援     （複数回答）

○施設等への入所・入居の検討状況 

○訪問診療 利用状況

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

12.1%
9.2%

15.9%
12.1%

6.8%
18.6%

23.5%
10.1%

8.4%
3.0%

31.6%
16.0%

0% 20% 40%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計(n=694)

67.4% 14.1% 3.2%
15.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=694)

検討していない 検討中 申請済み 無回答

7.9% 85.2% 6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=694)

利用している 利用していない 無回答
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訪問診療 利用者 ７．９％ 少      経管栄養        医療対応 行     介護者 
７．４％ 不安 感    介護者 ２．６％いることがわかりました。 
         在宅     施設     充実     介護  家族     的確 把握  家族 就労

継続の支援に効果的な施策を第７期事業計画に反映していくことが重要との結果が得られました。 

２ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査から見えるニーズと課題 

項目 内容 

調査目的 
日常生活圏域ごとに高齢者の生活実態、課題、生活ニーズを把握することを目的とし、第７期事業
計画       高齢者施策 基礎資料   活用   

調査対象 要支援１、２の認定を受けている高齢者、または一般高齢者 

調査人数 １，０１９人（郵送調査１，０１９人） 

調査方法 郵送による発送及び返送で実施。 

調査期間 ２０１７（平成２９）年５月 

有効回収数 ７３０件（回収率７１．６％） 

調査項目 

（１）あなたのご家族や生活状況について 
（２）からだを動かすことについて 
（３）食べることについて 
（４）毎日の生活について 
（５）地域での活動について 
（６）たすけあいについて 
（７）健康について 
（８）日常生活上 不安 困       

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は要支援１ ２、または認定を受けていない一般の高齢者を対象として
行っています。恵庭市 生活  高齢者 必要   支援 地域 中 包括的 提供  地域  自立  生活
を支援するという恵庭版「地域包括ケアシステム」の構築を目指すため、第６期事業計画以降 計画  地域包
括ケア計画」と位置づけられています。恵庭市に住む人々がいきいきと、健やかに暮らすためのニーズを把握することが
重要となります。 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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本調査の結果から、地域での活動に「参加している」と答えた人は、趣味関係のグループでは３０．２％、   
町内会・ 自治会では２８．５％となっており、約７割の方が地域活動へ参加していないことがわかりました。 

○会     等 参加頻度

(

参
加
し
て
い
る

)

(12.0)

(22.6)

(30.2)

(7.6)

(9.7)

(28.5)

(17.4)

④　学習・教養サークル

⑤　老人クラブ

⑥　町内会・自治会

⑦　収入のある仕事

n = (730)

①　ボランティアのグループ

②　スポーツ関係のグループやクラブ

③　趣味関係のグループ

(%)

《参加している》

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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一方、地域活動へ「参加者として参加してみたい」人の割合は５７．１％、「企画・運営として参加してみたい」 
人の 割合は３６．１％となり、活動へ参加するきっかけを求めている方が多いことがわかりました。「参加したくない」
人 理由     一人 方 気楽     最 多        

○地域    活動  参加者    参加（性別 年齢別 圏域別）

《参加したい》

性別

年齢別

圏域別

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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○地域    活動  企画 運営    参加（性別 年齢別）

《参加したい》

性別

年齢別

圏域別

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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○地域  活動 参加     理由（複数回答）

家族の介護で時間がとれないから

その他

　無回答

参加するきっかけがないから

参加したい活動がないから

どんなグループや団体等があるかわからないから

特に理由はない

経費がかかるから

活動の内容がわからないから

n=(221)  

一人の方が気楽だから

体力に自信がないから

興味・関心がない

自分や家族と過ごす時間の方が大切だから

家事や仕事で時間がとれないから

35.7

32.6

26.2

18.1

15.4

12.7

12.2

9.0

8.6

6.8

5.4

1.4

15.8

0.5

0 10 20 30 40 (%)

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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日常生活上 不安 困        除雪  ２４．０％で最も多く、次いで「健康や病気、介護」、「食事の 
確保 料理  続      一方  特     答  方 ２８．４％となっています。

○日常生活 不安 困   （複数回答）

高齢者の社会参加や社会的役割を持つことが、高齢者の生きがいや介護予防に繋がり、高齢者をはじめとする地
域住民 力 活用     重要        生活支援 必要性 増加     多様 主体 生活支援 介護
予防     提供       期待          高齢者 将来 不安        生    持  健  
な生活の支援に効果的な施策を第７期事業計画に反映していくことが重要との結果が得られました。 

n=(730)  

除雪について

健康や病気、介護のことについて

食事の確保や料理について

災害時の避難について

老夫婦だけでの暮らしについて

一人暮らしについて

書類の理解や手続きについて

買い物、掃除、洗濯などの家事について

緊急時の連絡先について

外出時の手段について

介護に適した住環境について

入浴について

金銭管理について

その他

特にない

　無回答

24.0

23.3

22.3

11.8

10.7

6.0

6.0

4.4

4.4

4.1

3.8

3.4

2.7

3.2

28.4

14.4

0 5 10 15 20 25 30 (%)

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 



26 

３ 各種調査結果による恵庭市の地域課題について 

高齢者 取 巻 現状  在宅介護実態調査 介護予防 日常生活圏域   調査 介護    施設整備等
     調査   各種調査結果  抽出   以下 課題 整理  第７期事業計画に反映する地域課題を
整理     
 キーワード 
■ 軽度 生活援助 充実 生活支援 
■ 在宅生活 中心    本人 外出     手段及 環境整備 社会参加 
■ 在宅生活者 医療    対応  

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の再整備 
医療連携 

■ 高齢者が支援の担い手になり、生きがいを持って活躍できる場の確保 生きがい 
■ 地域 見守        中心   認知症施策 推進 認知症支援 

  ２ 恵庭市の２０２５年の目指す将来 

２０１４（平成２６）年 行   市民意識調査結果報告書     恵庭市  住            
いえば住みやすい」と回答した人は９５％となっています。また「ずっと住み続けたい」「どちらかといえば住み続けたい」と
回答した人は ９０％となっています。 
恵庭版地域包括ケアシステムの根幹は「いまの住みやすい暮らし」の継続にあると言えます。恵庭市が誰にとっても 

住みやすいまちであるためには、高齢者にとっても住みやすいまちでなければなりません。また認知症状や要支援・要介
護認定を受けた状態となったとしても住み続けられるまちを目指すことが重要となります。 
「いまの住みやすい暮らし」を継続させるために、個人の支援ニーズに対応する介護保険サービスや総合事業による

多様な介護予防・生活支援サービスの創出に努めるほか、医療    必要 方  適切 在宅医療 受    
  介護 医療 連携 重要となります。 
健   自立  生活 送     身体機能 自立      精神的 自立 つまり社会との接点を持つこと

も重要となり、支援される存在としてだけではなく、趣味活動や自治会活動を通じて誰かを「支える存在」となることで
日々の生活が充実してきます。一方で２０２５年 代表      高齢化の影響は必ずやってくるため、高齢化率
 高  中 支援 必要   人   急激 増       予想     認知症等 正  理解 持     支
えあい安心して暮らせるような明るく健やかなまちを目指していきます。 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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  ３ 第６期事業計画の実績と評価 

第６期事業計画中については以下の４つの基本目標のもとで施策を実施しました。重点施策のうち主な事業の 
実績と基本目標の評価、第６期事業計画中の介護保険サービスの実績と評価を記載しています。

          Ⅰ 地域における介護体制の充実 

 □ 特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護の整備 
 □ 恵庭市介護保険事業所等研修会の実施 
 □ 介護給付費適正化に向けたケアプラン点検等の実施 
 □ 小・中学生及び自衛隊員等への認知症サポーター養成講座の実施 
 □ 恵庭市成年後見支援     設置
 □ 恵庭市 SOS ネットワークの関係機関の拡充 

          Ⅱ 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

 □ 介護予防老人福祉    大会等 一般介護予防事業の実施 
 □ 介護予防・生活支援サービス事業の開始 
 □ 早期発見 治療 目的   各種健康診査等事業 実施
 □ ひとり暮らし高齢者等除雪サービス事業や地域福祉事業の実施 

Ⅲ 社会参加・生きがいづくりと地域ケア体制の推進 

 □ 恵庭市介護支援ボランティアポイント事業の開始 
 □ 地域包括支援センター機能の充実（日常生活圏域の再編成） 
 □ 住民説明会 中心   超高齢社会 対  意識啓発活動 推進
 □ サービスの質の向上及び機関同士の情報交換を目的とした包括ケア会議の開催 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

基本目標 

基本目標 

基本目標 
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          Ⅳ 地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築 

 □ 認知症本人およびその家族に対して病状のステージに合わせた支援期間の情報提供 行 認知症      
（認知症ケアパス）の作成 
 □ 個別支援ケースを中心とした地域ケア会議の開催 
 □ 生活支援・介護予防サービスの充実を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進する生活支援体制整備
事業の開始 

介護保険サービスの実績と評価 

基本目標 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

H27 H28 H29
計画値 585 645 497
実績値 472 466 －
計画値 1,752 3,144 4,836
実績値 1,503 1,511 －
計画値 10,476 12,432 14,784
実績値 8,961 13,684 －
計画値 6,408 7,728 9,300
実績値 5,160 5,450 －
計画値 48 54 59
実績値 98 130 －
計画値 1,046 1,170 867
実績値 878 750 －
計画値 277 332 368
実績値 216 199 －
計画値 15,648 20,448 27,996
実績値 8,386 7,131 －
計画値 3,132 3,444 3,732
実績値 3,082 3,145 －
計画値 729 1,025 1,340
実績値 679 756 －
計画値 176 318 360
実績値 227 221 －
計画値 348 372 444
実績値 299 288 －
計画値 83 134 134
実績値 73 107 －
計画値 136 154 154
実績値 128 130 －
計画値 57 62 69
実績値 44 46 －
計画値 12 23 35
実績値 3 5 －
計画値 86 86 86
実績値 85 84 －
計画値 0 0 0
実績値 0 214 －
計画値 105 105 105
実績値 101 110 －
計画値 198 198 198
実績値 195 191 －
計画値 53 53 53
実績値 47 49 －
計画値 1,545 1,857 1,188
実績値 1,483 1,543 －人/月

人/月特定施設入居者生活介護／介護予防特定施
設入居者生活介護

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

施
設
サ
ー
ビ
ス

人/月

回/年

回/年

回/年

人/月

人/月

人/月

回/年

回/年

人/月

人/年

人/年

人/月

人/月

人/月

人/月

人/月

短期入所生活介護／介護予防短期入所生活
介護
短期入所療養介護／介護予防短期入所療養
介護

福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売／特定介護予防福祉用具
販売

住宅改修／介護予防住宅改修

訪問看護／介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテー
ション
居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理
指導

通所介護／介護予防通所介護

通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテー
ション

居宅介護支援 介護予防支援／

サービス種類（介護／介護予防）

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

認知症対応型共同生活介護／介護予防認知
症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模
多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応サービス

地域密着型介護老人福祉施設

地域密着型通所介護（H28 ）

人/月

人/月

人/月

訪問介護／介護予防訪問介護

訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護



29 

  ４ 第７期事業計画の基本理念と基本目標 

介護保険制度 基本的理念 踏   高齢者 可能 限 住 慣  地域   有  能力 応  自立
した生活を営むことができるよう、地域において必要なサービスが提供される体制を整備します。 
また、地域の介護需要のピーク時を視野に入れながら２０２５年 介護需要      種類   見込 や
     必要 保険料水準 推計  持続可能 制度      第６期事業計画の成果を引き継ぐと共に中
長期的 視点 立  計画    。 

恵庭市に住む高齢者が、認知症や介護が必要な状態になっても、ともに支えあい安心して 

暮らせるよう、地域包括ケアシステムの推進に努め、明るく健やかな地域社会を実現します。 

  基本理念 実現 向  計画 基本目標  次 ５つを設定します。 

  Ⅰ 地域における介護体制の充実 

  Ⅱ 在宅生活 支       地域  体制 充実

  Ⅲ 社会参加・生きがいづくり活動の推進 

  Ⅳ 恵庭版地域包括ケアシステムの深化・推進 

  Ⅴ 認知症施策の推進 

基本理念 

基本目標 

高齢者が適切な介護サービス等を利用しながら、地域で安心して生活がおくれる
よう介護サービス等の基盤整備と充実を図ります。 

高齢者が健康でいきいきとした生活をおくり、可能な限り介護や支援を必要とし
ない状態を維持していくための地域ケア体制を推進します。 

高齢者が積極的に地域づくりに参加することができる、高齢者の社会参加・生きが
いづくりの充実を図ります。 

高齢化のピーク時に備え、住み慣れた地域において、医療、介護、予防、生活支援
が切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの深化・推進を目指します。 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続
けることができるまちを目指します。 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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  ５ 計画推進の基本方針 

基本目標を実現するため、次の１１の基本方針を掲げて計画を推進します。 

          Ⅰ 地域における介護体制の充実 

         １．介護サービスの基盤整備 

高齢者 要支援 要介護状態      可能 限 住 慣  地域 家庭 自立  生活 
おくることができるように、介護サービスの基盤整備を計画的に推進します。 

         ２．介護サービスの質の向上 

介護保険制度 要   介護支援専門員 質 向上      評価等 介護給付 適正化
の取り組み等から、介護サービスの質の向上を図ります。 
   地域密着型        実地指導等 行      利用者 対       質 
向上を図ります。 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

基本目標 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 介護保険サービスの充実 

② 地域密着型サービスの基盤整備・充実 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① ケアマネジメント機能の強化 

② 介護サービスの質の向上・推進 

③ 人材の確保及び資質の向上 
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         ３．低所得者対策の推進 

介護     利用促進 向  取り組み    介護保険料 軽減及 低所得者 利用者
負担の軽減措置を図ります。 

         ４．保険者機能の強化 

高齢者   有  能力 応 自立  日常生活 営         支援      要介護
状態等      予防 要介護状態等 軽減 悪化 防止    制度 理念 堅持  質の 
高い     提供     同時  財源 人材   重点的 効率的 活用  仕組  構築
することにより、持続可能性 制度の確保に努めます。 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 介護給付費適正化に向けた取り組み 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 介護保険料の軽減 

② 介護サービス利用者負担の軽減 
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          Ⅱ 在宅生活を支えるサービスと地域ケア体制の充実 

         １．生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

日常生活上 支援 必要 高齢者  住 慣  地域 安心  在宅生活 継続    
ために必要となる多様な生援・介護予防サービスの整備を推進します。 

         ２．地域ケア体制の促進 

介護や支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で生活ができるよう、ひとり暮らしや、高齢者  
世帯    孤独死 防止等 保健福祉関係機関 地域団体        地域住民等地域
全体で高齢者を支える体制を構築していきます。 
高齢者に対する総合的、継続的なケアを提供するには、高齢者の生活状況を把握し、情報の 
共有 進  計画 基  適正     提供（        ） 行 仕組  重要      
さらに、地域の中における地域包括支援センターが中核的な役割を担い、高齢者に対する総合  
相談と支援等、取り組みの充実を図ります。 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

② 包括的支援事業・任意事業の推進 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 在宅医療・介護連携の推進 

② 地域包括支援センター機能の充実 

③ 相談、情報提供等の充実 

④ 地域における見守り、支えあいの推進 

⑤ 自主防災活動の推進 

⑥ 避難行動要支援者支援対策の推進 

⑦ 療養病床の円滑な再編成 

⑧ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

基本目標 新規 
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          Ⅲ 社会参加・生きがいづくり活動の推進 

         １．積極的な社会参加の推進 

高齢者の多様性や自発性が尊重される高齢社会を実現するため、高齢者が地域社会の中で
豊  経験 知識 生   積極的 役割 果        地域社会    務   。 

         ２．生きがいづくり活動の推進 

超高齢社会    課題等 高齢者      市民一人    認識      地域福祉 
定着及び市民同士 支    意識 敬老思想 高揚 図    

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 地域活動等への積極的参加の推進 

② 生涯学習の推進 

③ 就業対策の充実 

④ シルバー人材センター等の活動の充実 

基本目標 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 高齢化に対する意識啓発活動の推進 
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          Ⅳ 恵庭版地域包括ケアシステムの深化・推進 

         １．介護予防と健康・元気づくりの推進 

高齢者にとってできる限り介護を必要としない状態を維持しながら、生きがいを持ち、健康でいき 
   自立  生活             介護予防 健康    取 組  推進    

         ２．地域生活を支える環境整備の推進 

安心  居宅  生活 確保  地域生活 支  生活環境 整備 住宅分野   連携 
推進します。 

重点 
施策 

基本目標 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 地域生活を支える環境整備の推進 

② 生活支援サービスの充実 

＜施策メニュー＞ 

① 一般介護予防事業の推進 

② 健康診査等事業の推進 
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          Ⅴ 認知症施策の推進 

         １．認知症支援策の充実 

認知症になっても地域で安心して生活できるよう、相談支援体制 充実 権利擁護施策 普及
に努めます。 

重点 
施策 

＜施策メニュー＞ 

① 認知症に関する理解の普及、及び相談体制の充実 

② 高齢者虐待防止ネットワーク会議を中心とした取り組みの推進 

③ 成年後見制度の普及・促進 

④ 認知症高齢者に対する地域ケアの推進 

基本目標 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 

新規 



36 

  ５ 施策の体系 

恵庭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の施策の体系と内容は次のとおりです。
基本 

目標 

重 点 施 策 

 施 策 メ ニ ュ ー 

Ⅰ

地
域
に
お
け
る
介
護
体
制
の
充
実

１

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備

【１】介護保険サービスの充実 

１ 居宅サービスの充実 

２ 特定施設入居者生活介護(居宅系)の整備 ★ 

３ 施設サービスの充実 

【２】地域密着型サービスの基盤整備・充実 

１ 認知症対応型共同生活介護(居住系)の整備 ★ 

２ 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護（施設系） 

の整備 ★ 

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備 ★ 

４ 認知症対応型通所介護の整備 ★ 

２

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

【１】ケアマネジメント機能の強化 1 介護支援専門員に対する支援と連携 

【２】介護サービスの質の向上・推進 
1 介護保険施設の適正入所の推進 

2 地域密着型サービス等の実地指導の実施 

【３】人材の確保及び資質の向上 １ 介護職員の人材育成と確保 

３

低
所
得
者
対
策
の
推
進

【１】介護保険料の軽減 １ 介護保険料の軽減 

【２】介護サービス利用者負担の軽減 

１ 特定入所者介護サービス費の支給 

２ 高額介護サービス費の支給 

３ 高額介護サービス費貸付事業の推進 

４ 社会福祉法人による利用者負担の軽減 

４

保
険
者
機
能
の
強
化

【１】介護給付費適正化に向けた取り組み 

１ 要介護認定の適正化の推進 

２ ケアプラン点検の推進 

３ 住宅改修・福祉用具利用実態把握の推進 

４ 国保連の給付適正化システムの活用 

５ 介護給付費への理解の促進 

※「★」は第 7期事業計画で取り組む新規事業。下線は重点的に取り組む事業。（既存事業含む） 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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基本 

目標 

重 点 施 策 

 施 策 メ ニ ュ ー 

Ⅱ

在
宅
生
活
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
と
地
域
ケ
ア
体
制
の
充
実

１

生
活
支
援
・介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進

★

【１】介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 ★ 

２ 通所型サービス（第１号通所事業）の推進 

３ 訪問型サービス（第１号訪問事業）の推進 

４ その他の生活支援サービスの推進 

５ 介護予防ケアマネジメントの推進 

【２】包括的支援事業・任意事業の推進 

１ 生活支援体制整備事業の充実 ★ 

２ 家族介護支援事業の推進 

３ 介護支援専門員支援事業の推進 

２

地
域
ケ
ア
体
制
の
促
進

【１】在宅医療・介護連携の推進 １ 在宅医療・介護連携推進事業の充実 ★ 

【２】地域包括支援センター機能の充実 

１ 総合相談・支援事業の推進 

２ 介護予防ケアマネジメント事業の推進 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の推進 

４ 権利擁護事業の推進 

５ 地域包括支援センター連絡会議の充実 

【３】相談、情報提供等の充実 

１ 地域における相談活動の充実 

２ 高齢者福祉・介護サービス等の啓発活動の充実 

３ インターネット等を利用した情報提供の充実 

４ 包括ケア会議の推進 

【４】地域における見守り、支えあいの推進 

１ 社会福祉協議会の小地域ネットワーク活動や地域の自主事業の推進 

２ 民生・児童委員、地区民生委員児童委員連絡協議会との連携・強化 

３ 町内会・自治会との連携・強化 

４ 地域密着型サービス事業者における運営推進会議の推進 

【５】自主防災活動の推進 １ 自主防災活動の推進 

【６】避難行動要支援者支援対策の推進 １ 避難行動要支援者支援対策の推進 

【７】療養病床の円滑な再編成 １ 介護療養型医療施設の円滑な転換 

【８】高齢者の居住安定に係る施策との連携 １ 有料老人ホーム等への指導監督 

※「★」は第 7期事業計画で取り組む新規事業。下線は重点的に取り組む事業。（既存事業含む） 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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基本 

目標 

重 点 施 策 

 施 策 メ ニ ュ ー 

Ⅲ

社
会
参
加
・生
き
が
い
づ
く
り
活
動
の
推
進

１

積
極
的
な
社
会
参
加
の
促
進

【１】地域活動等への積極的参加の推進 

１ 老人クラブ活動の充実 

２ 老人クラブ連合会との連携・強化 

３ 老人憩の家を拠点とした生きがいと交流活動の推進 

４ 社会福祉協議会との連携・強化 

５ ボランティアセンターとの連携・強化 

６ 介護支援ボランティアポイント事業の推進 

７ 福祉バスの運行 

８ 世代間交流の支援 

９ 健康づくりスポーツ活動の推進 

１０ 文化伝承活動の推進 

１１ 農村地区高齢者等の活動支援 

１２ 公共施設等の積極的利用の推進 

【２】生涯学習の推進 
１ 生涯学習の推進 

２ 図書館の整備充実 

【３】就業対策の充実 
１ 就業に関する情報提供等の充実 

２ 就業機会の促進 

【４】シルバー人材センター等の活動の充実 １ シルバー人材センター等の活動の充実 

２

生
き
が
い
づ
く
り
活
動
の
推
進

【１】高齢化に対する意識啓発活動の推進 

１ 超高齢社会についての広報啓発活動の推進 

２ 敬老祝品贈呈事業の推進 

３ ボランティア体験事業等福祉教育の推進 

※「★」は第 7期事業計画で取り組む新規事業。下線は重点的に取り組む事業。（既存事業含む） 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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基本 

目標 

重 点 施 策 

 施 策 メ ニ ュ ー 

Ⅳ

恵
庭
版
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・推
進

１

介
護
予
防
と
健
康
・元
気
づ
く
り
の
推
進

★

【１】一般介護予防事業の推進 

１ 介護予防把握事業の推進 

２ 介護予防普及啓発事業の推進 

３ 地域介護予防活動支援事業の推進 

４ 一般介護予防事業評価事業の実施 ★ 

【２】健康診査等事業の推進 

１ 健康診査の実施 

２ 脳ドック受診費用の助成 

３ がん検診事業の実施 

４ 肝炎ウィルス検査の実施 

５ 予防接種の実施 

２

地
域
生
活
を
支
え
る
環
境
整
備
の
推
進

【１】地域生活を支える環境整備の推進 

１ 高齢者向け住宅の推進 

２ 防災・防火対策の充実 

３ 応急手当の普及推進 

４ 防犯活動の推進 

５ 悪徳商法等による消費者被害の防止 

６ 交通安全対策の推進 

７ 福祉のまちづくりの推進 

８ 施設のバリアフリー化の推進 

９ 道路、歩道等の整備推進 

１０ 公園、緑地の整備推進 

１１ 交通環境の利便性推進 

１２ 水と緑と花のある地域環境整備の推進 

１３ 騒音、公害防止対策の推進 

※「★」は第 7期事業計画で取り組む新規事業。下線は重点的に取り組む事業。（既存事業含む） 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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※「★」は第 7期事業計画で取り組む新規事業。下線は重点的に取り組む事業。（既存事業含む） 

基本 

目標 

重 点 施 策 

 施 策 メ ニ ュ ー 

Ⅳ

恵
庭
版
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・推
進

２

地
域
生
活
を
支
え
る
環
境
整
備
の
推
進

【２】生活支援サービスの充実 

１ 養護老人ホーム入所措置の実施 

２ 外出支援サービス事業の推進 

３ 除雪サービス事業の推進 

４ 緊急通報サービス事業の拡大・推進 

５ 在宅支援住宅改修費助成事業の推進 

６ 訪問理美容サービス事業の推進 

７ 寝具丸洗い・乾燥・消毒サービスの推進 

８ 配食サービスの充実 

9 安否確認・見守り体制の強化 

10 救急医療情報キット事業の推進 

Ⅴ

認
知
症
施
策
の
推
進

１

認
知
症
支
援
策
の
充
実

【１】認知症に関する理解の普及、及び相談

体制の充実 

１ 認知症施策の推進 

２ 認知症初期集中支援推進事業の実施 ★ 

３ 認知症地域支援・ケア向上事業の実施 

４ 認知症サポーター養成事業の推進 

５ 認知症に関する広報活動の推進 

【２】高齢者虐待防止ネットワーク会議を中心

とした取り組みの推進 

１ 高齢者虐待に関する早期発見・早期解消の取り組み 

２ 高齢者虐待防止ネットワークの推進 

３ 身体拘束ゼロ運動の推進 

【３】成年後見制度の普及・促進 

１ 成年後見制度の普及・啓発 

２ 成年後見制度利用支援事業の推進 

３ 日常生活自立支援事業の推進 

４ 成年後見制度利用促進基本計画の策定 ★ 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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※「★」は第 7期事業計画で取り組む新規事業。下線は重点的に取り組む事業。（既存事業含む） 

基本 

目標 

重 点 施 策 

 施 策 メ ニ ュ ー 

Ⅴ

認
知
症
施
策
の
推
進

１

認
知
症
支
援
策
の
充
実

【４】認知症高齢者に対する地域ケアの推進 

１ 徘徊認知症高齢者の事故防止対策の推進 

２ 認知症グループホームネットワークの会との連携 

３ 小規模多機能型居宅介護ネットワークの会との連携 

４ 障がい老人と共に歩む会との連携 

５ 恵庭市ＳＯＳネットワークの推進 

第３章 高齢者保健福祉の目標設定 
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第４章 施策体系別計画 
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Ⅰ 地域における介護体制の充実 

１．介護サービスの基盤整備 

基本目標 

第４章 施策体系別計画 

第４章 施策体系別計画

重点施策 

【１】 介護保険サービスの充実 

１ 居宅    の充実 
高齢者 可能 限     深 在宅    有  能力 応 自立  日常生活 営       
よう、居宅     充実 図    

２ 特定施設入居者生活介護（居宅系）の整備 
特定施設入居者生活介護  有料老人    軽費老人   等 要支援者 要介護者 特定施
設    計画 基   入浴 排   食事等 介護 日常生活上 支援 行        現在市内
   介護付有料老人          恵 野  介護付有料老人          中島  ２ 所 
整備されておりますが、今後、高齢期の多様な住まいの一つとして選択肢を広げるため、増床を計画するもの
   増床数      北海道 計画 範囲内        今後 北海道 協議 進 決定    

３ 施設サービスの充実 
高齢者人口の増加に伴い、施設サービスの必要な方は増加しています。施設入所の必要性が高い方の
把握を行  必要 方 適正 入所    定期的 介護保険施設 調整を図ります。 

【２】 地域密着型サービスの基盤整備・充実 

地域密着型      当該市町村 住民   利用           市町村 指定 指導監督
 権限 持  高齢者 中重度 要介護状態     居宅  生活                  
す。本市では、市内に４つの日常生活圏域を設定しており、バランスのとれた地域密着型サービスの基盤 
整備 計画的 進     基本    第７期計画期間中 下記 基盤整備 行    認知症対応
型通所介護事業以外のサービスを公募により選定し、地域密着型サービスの充実を図ります。 
１ 認知症対応型共同生活介護（居住系）の整備 
２ 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護（施設系）の整備 
３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備 
４ 認知症対応型通所介護の整備
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◆第 7期事業計画期間中の基盤整備時期 

基  盤 
第７期 第８期 

2018 2019 2020 2021 

特定施設入居者生活介護 

公 募 サービス開始  
認知症対応型共同生活介護 

２ユニット×２ヶ所 
定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

認知症対応型通所介護 指定申請 ⇒ 指定決定 ⇒ サービス開始 

地域密着型介護老人福祉施設  公 募 サービス開始 

◆市内の地域密着型サービス施設 

○ 地域密着型介護老人福祉施設（３施設）
・地域密着型特別養護老人    島松ふくろうの園 ２９床 
・地域密着型特別養護老人    ふる里    ２９床 
・地域密着型特別養護老人    恵望園はなえにわ ２９床 
○ 小規模多機能型居宅介護（２施設） 
・小規模多機能施設のりこハウス ２５人（登録定員） 
・小規模多機能型居宅介護島松     園 ２５人（登録定員） 
○ 認知症対応型共同生活介護＜認知症グループホーム＞（１１施設） 
・グループホームすずらんの家  ９人 ・グループホームだんらん １８人 
・グループホームすまぃる １８人 ・グループホーム恵風 ９人 
・ぐるーぷほーむ花いちもんめ ９人 ・グループホームだんらんこがね ９人 
・ニチイケアセンター恵庭 １８人 ・グループホームこもれびの家  １８人 
        北      １８人 ・グループホームのりこハウス ９人 
・グループホームめぐみの １８人   
○ 地域密着型通所介護＜デイサービス＞（１５施設） 
 ※２０１６（平成２８）年度  定員１８名以下 通所介護事業所 地域密着型
通所介護事業所  移行      

第４章 施策体系別計画 



46 

２．介護サービスの質の向上 

第４章 施策体系別計画 

重点施策 

【１】 ケアマネジメント機能の強化

１ 介護支援専門員に対する支援と連携 
介護保険制度 円滑 運営 図      制度 要   介護支援専門員 資質向上 取り組むこ
とが重要であることから、地域包括支援センターの機能を活用し、介護支援専門員の資質向上に努めます。 
また、恵庭市介護支援専門員連絡協議会、介護保険事業所、認知症グループホームネットワークの 
会等と連携し、介護職員の資質向上のための取り組み等を支援します。 

【２】 介護サービスの質の向上・推進 

１ 介護保険施設の適正入所の推進 
介護保険施設に入所が必要とされる高齢者に対して適正に入所できるよう、定期的に介護保険施設と
調整を図ります。 

２ 地域密着型サービス等の実地指導の推進 
地域密着型    事業所等 適正 運営 利用者       質 向上 図    定期的に 
実地指導 行    
また２０１８年度  居宅介護支援事業者 指定権限が北海道  移譲       、適切 指導
監督に努めます。 

【３】 人材の確保及び資質の向上 

１ 介護職員の人材育成と確保 
質の高い介護保険サービスの提供には、人材育成と確保が重要です。市も保険者として介護事業者に
対する情報提供やサービス従事者の確保と養成を関係機関と連携し推進します。 

【目 標 値】 
□ 介護サービス事業所の質の向上に向けたテーマを設定した研修等の実施。 
□ 介護支援専門員のニーズに基づく介護支援専門員と多様な関係機関との連携の場の検討。 
□ 地域密着型サービス事業所の運営状況の点検。  
□ 地域密着型サービスにおける実地指導の実施。 
□ 市内事業所と連携した介護人材確保の取り組みの検討。 
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３．低所得者対策の推進 重点施策 

【１】 介護保険料の軽減 

１ 介護保険料 軽減
第１号被保険者 保険料  所得段階別 １０段階に設定され、低所得者に一定の配慮がされて 
います。第３段階以下 世帯全員 市民税非課税    収入 面 保険料 負担能力  配慮 
必要な人がいることから、被保険者間の公平性や収入状況を勘案し、軽減を行    

【２】 介護    利用者負担の軽減 

１ 特定入所者介護サービス費の支給 
施設サービス、短期入所サービスの食費と居住費（滞在費）は、利用者負担段階区分に応じて負担 
限度額 定    国 定  基準費用額 負担限度額 差額 補足給付として、特定入所者介護サー
ビス費を支給します。 
２ 高額介護サービス費の支給 
利用者 負担する介護サービス費用について、所得段階区分ごとに定められた利用者負担 限度額 
超えた場合、申請により高額介護サービス費を支給します。 
   介護保険 医療保険において高額    場合      月額 限度額 設定        
更     合算  年額 限度額 設  限度額 超  分 「高額医療合算介護サービス費」を支給
します。 
３ 高額介護サービス費貸付事業の推進 
要介護者等を対象に高額介護サービス費貸付事業 行    
４ 社会福祉法人   利用者負担 軽減
社会福祉法人は  社会的役割 一環    生計 困難 低所得者 利用者負担 軽減     
できます。社会福祉法人と連携し、推進していきます。 

第４章 施策体系別計画 

【目 標 値】 
□ 高額介護サービス費等の対象者への勧奨。 
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４．保険者機能の強化

【１】 介護給付費適正化に向けた取り組み 

１ 要介護認定の適正化の推進 
要介護認定が適正 行      認定申請の訪問調査で委託している調査のチェック等、要介護認定
の適正化に取り組みます。 
２ ケアプラン点検の推進 
要介護者は      作成  計画的 介護保険     利用    利用者本位 ケアプラン、 
給付の適正化の観点からケアプラン点検の取り組みを地域包括支援センターと連携し推進します。 
３ 住宅改修 福祉用具利用実態把握 推進
住宅改修 福祉用具 利用 自立支援 結       実態調査   事後調査等 行  適正
な給付サービスが図られるよう推進します。 
４ 国保連の給付適正化システムの活用 
国保連の給付適正化     活用  利用状況等 情報を把握し、事業所に対する指導と連携を 
強化します。 
５ 介護給付費  理解 促進
保険者から受給者本人に対して介護報酬の請求及び費用の給付状況等について通知することにより、
適切      利用 提供 普及啓発するとともに、自ら受けているサービスを確認することで介護給付費
への理解 促進    

 ※介護給付適正化計画は別に作成することとします。 

重点施策 

第４章 施策体系別計画 

【目 標 値】 
□ ケアプラン点検の結果や講評の伝達を目的とした市内事業者向けに研修会の開催。 
□ 地域の実情を踏まえた介護給付費適正化事業の効率的 実施 検討。 
□ 介護給付適正化計画の策定と実施。 
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Ⅱ 在宅生活を支えるサービスと地域ケア体制の充実 

１．生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

【２】 包括的支援事業・任意事業の推進 

１ 生活支援体制整備事業の充実 
日常生活上 支援 必要 高齢者  地域 安心  在宅生活 継続       必要   多様
な生活支援等サービスを整備し、地域の生活支援コーディネーターを通じ、生活支援等サービスを担う事業
主体の支援・協働体制の充実・強化を図ります。 
２ 家族介護支援事業の推進 
高齢者を介護    家族 対  介護者相互 交流会 参加  など心身の元気 回復  事業 
介護方法の指導等、家族介護支援事業を実施します。 
３ 介護支援専門員支援事業の推進 
居宅介護支援等 利用     場合 住宅改修費 支給申請 係 必要 理由    書類 
作成にあたり、その軽費を助成します。

基本目標 

重点施策 

【１】 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 
高齢者の多様な生活支援ニーズに対応するため、従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに 
加え 住民主体 支援等 含  多様     により支援を行   。事業内容は、「通所型サービス」、
「訪問型サービス」、「その他の生活支援サービス」及び「介護予防ケアマネジメント」から構成されます。 
２ 通所型サービス（第１号通所事業）の推進 
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する事業を実施します。 
３ 訪問型サービス（第１号訪問事業）の推進 
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供する事業を実施します。 
４ その他の生活支援サービスの推進 
要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や 一人暮  高齢者等  見守  提供します。 
５ 介護予防ケアマネジメントの推進 
要支援者等 対  総合事業       等 適切 提供               実施    
※２ ５を包括して「介護予防・生活支援サービス事業」と呼んでいます。 
※具体的な考え方については「第５章 介護予防 日常生活支援総合事業 実績 見込 」の中で解説
します。 

新規 

第４章 施策体系別計画 
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【目標値】 
□ 高齢者のニーズを踏まえた介護予防・生活支援サービス事業の充実。 
□ 住民及     事業所 対  総合事業 係 周知の促進。 
□ 新たなサービス開始後の協議体等における振り返り。 
□ 介護予防・生活支援サービス事業の新たなサービスの創設に向けた協議体等での協議。 
□ 生活支援コーディネーターや協議体の活動による社会資源の把握・開発。 
□ 生活支援コーディネーター等との協働による地域資源マップ（仮）の作成。 

第４章 施策体系別計画 
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２．地域ケア体制の推進

【１】 在宅医療 介護連携 推進

１ 在宅医療 介護連携推進事業 充実
高齢者が可能な限り住み慣れた地域において、継続して日常生活を営むことができるよう、地域の課題や
特性に合わせ、既存の資源を活用しながら地域の医師会等 協働  在宅医療 介護連携 推進    
の体制の整備を図ります。 

重点施策 

第４章 施策体系別計画 

【２】 地域包括支援センター機能の充実 

１ 総合相談・支援事業の推進 
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活がおくれるよう、福祉や介護などの
日常生活全般にわたる相談に対応するため、専門職員を配置し、相談に対応します。 
２ 介護予防ケアマネジメント事業の推進 
介護予防対象者（要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる高齢者）が、要介護状態
になることを予防するため、生活機能低下を早期改善に必要な地域支援事業の介護予防事業が効果的
に実施されるよう支援します。 
３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の推進 
地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、地域包括支援センターが介護支援専門員、
医療 地域 関係機関等との連携等、地域において多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の
状況や変化に応じて包括的、継続的に支援します。 
４ 権利擁護事業の推進 
高齢者の虐待防止や早期発見 努  成年後見制度 普及 利用促進 消費者被害 防止   
人権 財産 守 権利擁護    地域関係者        連携    高齢者権利擁護 取り組み
を推進します。 
５ 地域包括支援センター連絡会議の充実 
地域包括支援センターの連絡会議を定期的に開催  包括的支援事業 円滑 推進     方策
等     情報交換 連絡調整 行    
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【２】 地域包括支援センター機能の充実（続き） 

地域包括支援センターの活動 

地域包括支援 
センター 

地域包括支援センター
連絡会議 

地域支援の総合相談 
○ワンストップ相談⇒多面的 
(制度横断的)支援の展開 
・実態把握 
・初期相談対応 
・専門相談支援等 
○社会福祉士、保健師、主任ケアマネ
ージャーといった専門職の配置 
社会福祉士を中心に対応。 

虐待防止など 権利擁護事業 

○高齢者などからの権利擁護    相
談等への対応 
○成年後見制度 円滑 利用    
う情報提供 
○虐待早期発見    地域関係者 
ネットワーク構築 

介護予防ケアマネジメント 

○要介護状態になることの予防と要介護
状態の悪化予防の一体的対応 
・予防給付のケアマネジメント 
・介護予防事業のケアマネジメント 
○保健師、主任ケアマネージャーを中心
に対応 

認知症地域支援普及事業 

○認知症キャラバンメイトの活動
支援（認知症サポーター養成） 

包括的・継続的マネジメント 
○高齢者が住み慣れた地域で暮らせる
よう主治医、ケアマネージャーなど多職種
協働 
・多職種連携による長期継続ケアマネジ
メントの後方支援 
・ケアマネージャーの日常的個別指導・相
談 
・ケアマネージャーが抱  支援困難事例
等への指導・助言等 
○地域包括      確立  取り組
み 
・地域住民 専門機関  地域    
ークの形成 
○主任ケアマネージャーを中心に対応 

社会福祉士

主任ケアマネ 保健師等

地域包括支援センター運営協議会＝市町村単位に設置 
①センターの設置に関する事項 
・設置者 選定 変更

②運営・評価に関する事項 
・定期的に運営状況の報告を求め評価を実施 

③センター職員のローテーション・人材確保に関する事項等 

第４章 施策体系別計画 
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第４章 施策体系別計画 

【３】 相談、情報提供等の充実 

１ 地域における相談活動の充実 
身近な地域 気軽 相談 受       民生委員 児童委員 活動   一層活用     周知
を図      適切 相談 応じられるよう体制の充実を図ります。 
２ 高齢者福祉・介護サービス等の啓発活動の充実 
高齢者等に対する保健福祉・介護サービスの利用 促進を図るため、広報啓発活動の充実を図ります。 
３ インターネット等 利用  情報提供 充実
市       活用  介護    利用 促進 図    介護保険施設や短期入所等の利用 
状況やサービス 高齢者福祉 制度等    情報提供 努   。 
４ 包括ケア会議の推進 
市内 介護保険事業所 地域包括支援     医療機関等 行政   包括  会議     
制度等 対  周知 機関同士 情報交換等 行  ともに、サービスの質の向上を図ります。 

【４】 地域    見守 、支えあいの推進 

１ 社会福祉協議会の小地域ネットワーク活動や地域の自主事業の推進 
社会福祉協議会では、町内会単位での日常生活の手助け 見守    安否確認    活動 、 
公的 在宅福祉     利用 結       地域住民 安心  暮           取り組みと
して、小地域ネットワーク活動を実施しています。 
また、地域では自主的な高齢者との交流 見守 等 活動 取り組まれています。社会福祉協議会の 
小地域ネットワーク活動や地域の自主事業の推進を図ります。 
２ 民生 児童委員 地区民生委員児童委員連絡協議会との連携・強化 
地域住民 生活状況 福祉    把握    民生委員 児童委員 連携   高齢者 地域 
安心して暮らせるよう、より一層取り組みを強化・推進します。 
３ 町内会・自治会との連携・強化 
高齢化が進む中、地域の中でお互いに支えあい、助けあい、安心して暮らせる仕組みづくりのため、地域
住民 生活 密接 関   持    町内会 自治会  連携 強化    
また、町内会 自治会 実施  高齢者 対象    敬老会事業  地域活動 連携  取り組みを 
推進します。 
４ 地域密着型サービス事業者における運営推進会議の推進 
認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護施設  、地域等との連携を図るため、利用者 
家族 町内会 民生委員・児童委員等地域の代表、地域包括支援センター、消防職員、市職員が参加
した運営推進会議を定期的に開催しています。 
この運営推進会議は、各サービス事業者で提供しているサービス内容を明らかにし、地域との連携が確保
され、地域に開                   質 確保 図    目的      適切 運営 
行     関係機関等 連携 推進します。 
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【５】 自主防災活動の推進 

１ 自主防災活動の推進 
災害 発生  場合 住民自  自  命 守    必要      個人 家族 力 及   
   地域住民   自主防災活動 必要      
災害   被害 最小限 食 止      地域 災害 立 向     防災意識 醸成 図  
地域住民 連携  防災活動 推進    

【７】 療養病床 円滑 再編成

１ 介護療養型医療施設の円滑 転換 
慢性期 医療    対応  今後 医療 介護    提供体制     新  施設系     
選択肢として「介護医療院 が示されました。介護療養型医療施設      ２０２２年度末まで経過
措置期間が延長        円滑 再編成を取進めます。 

【８】 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

１ 有料老人   等  指導監督
有料老人        付 高齢者向 住宅等 高齢者向 住    地域        応  
適切 供給   環境 確保           住      入居高齢者 安心  暮        
   適切 指導監督 努    

【６】 避難行動要支援者支援対策の推進 

１ 避難行動要支援者支援対策の推進 
本市   災害発生時 自力 避難 困難 人 対象    避難行動要支援者名簿  活用   
災害発生時 的確  迅速 対応      町内会 民生委員 福祉関係団体等 連携  日頃  
 見守  災害時 避難支援 安否確認等地域 主体    取り組みを推進します。

【目 標 値】 
□ 医療 介護関係者間 情報共有    整備・普及。 
□ 地域の課題を踏まえ 毎年度 地域包括支援     運営方針 支援 指導 内容 検討。 
□ 地域包括支援センターと協議した介護支援専門員向け研修の実施。 

第４章 施策体系別計画 
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Ⅲ 社会参加・生きがいづくり活動の推進 

１．積極的な社会参加の促進 

基本目標 

重点施策 

【１】 地域活動等への積極的参加の推進 

１ 老人   活動の充実 
地域に密着  老人       目指  老人     加入拡大 図  心身 健康 生       
地域福祉活動等 推進     支援 行   。 
２ 老人   連合会との連携・強化 
高齢者 生    社会参加活動     充実    恵庭市老人   連合会  連携強化 図 
活動を促進します。 
   老人   活性化検討委員会 中心 老人     今後 在 方 新  事業展開 図    
３ 老人憩 家を拠点とした生きがいと交流活動 推進
高齢者の健康増進、生きがいづくりと社会参加活動の拠点として、小学校区を基本に「老人憩の家」が
７ヶ所設置されています。憩の家   高齢者 各種    活動   行   います。憩の家を拠点に
高齢者同士が日常的に集い、生    学習 交流事業等の推進を図ります。 
４ 社会福祉協議会との連携・強化 
社会福祉協議会  地域住民 福祉活動  参加 推進  機能 担っています。 
社会福祉協議会が実施している小地域ネットワーク活動と連携し、高齢者の地域福祉活動への参加を
推進します。 
５ ボランティアセンターとの連携・強化 
市民 対 ボランティア活動への参加 促        同士 交流 情報交換 地域 福祉    
対するボランティアの派遣を恵庭市社会福祉協議会のボランティアセンターは担っています。ボランティアセンタ
ーと連携し、ボランティアの養成や地域の福祉ニーズへの対応を推進します。
６ 介護支援ボランティアポイント事業の推進 
高齢者 長年培    知識 経験 地域活動 生   自  生        支えあう地域づくりを
進めるため、介護支援ボランティアポイント事業を推進し、高齢者のボランティア活動への参加を促進します。 
７ 福祉   運行
高齢者等の社会参加活動を促進するため 福祉   運行します。 
８ 世代間交流の支援 
通学合宿    老人     交流等 高齢者 地域住民 児童 生徒  世代間交流事業 支援
します。 
９ 健康づくりスポーツ活動の推進 
高齢者が気軽 参加           場 機会 提供 図  高齢者 健康増進 体力    
促進します。また、     通  高齢者 参加者相互 交流 社会参加 地域    推進    
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【１】 地域活動等への積極的参加の推進（続き） 

１０ 文化伝承活動の推進 
公民館 郷土資料館 図書館等地域 自主       高齢者 子     交流 図  道具  
り、昔の遊び、郷土芸能など高齢者が先人たちから受け継ぎ、守ってきた文化を伝承する活動や本の読み 
聞  等 生    見出    社会参加    事業 推進    
１１ 農村地区高齢者等の活動支援 
農村地区に住む高齢者等がこれまでの農業経験や技術を活かし、農産物直売所への生産物の供給、
特産品化 向  新規 振興作物 試作 市民農園 開設   利用者  栽培指導等 生    
持って地域活動に参加できる環境づくりを支援します。 
            活動 推進  中  高齢者 持 農業 知識 経験 活     都市住民
とのふれあいを進めるなど、高齢者の役割を明確にした活動の充実を図ります。 
１２ 公共施設等 積極的利用 推進
高齢者 身近     地域活動 参加      各公共施設等 有効利用 図 ます。 
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【２】 生涯学習の推進 

１ 生涯学習の推進 
高齢社会にふさわしい学習機会 確保  高齢者 生    見   地域活動 参加し健康で有意
義 生活       長寿大学等 学習活動 高齢者個々 趣味 関心 応  各種講座 充実 
図ります。また、高齢者 学習    応     大学等 高校教育機関 公開講座  連携 道民
カレッジ等、他機関講座の情報提供に努めます。 
２ 図書館の整備充実 
高齢者の幅広い学習ニーズに応える   読書活動 支援  図書 資料 収集 高齢者等有料宅配
サービスなど、高齢者の読書機会の拡大に努めます。 

【３】 就業対策の充実 

１ 就業に関する情報提供等の充実 
高齢期における就業意欲に応えるため、ハローワーク等と連携し求人情報等の把握と提供、相談体制の
充実を図ります。 
２ 就業機会の促進 
高齢者の経験や技術等、高齢者の活躍の場をつくり高齢者の安定的就業機会の確保に努めます。 
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２．生きがいづくり活動の推進 

第４章 施策体系別計画 

【４】 シルバー人材センター等の活動の充実 

１ シルバー人材センター等の活動の充実 
高齢者がこれまで培ってきた技術の活用等、高齢者の生きがいづくりとしての場を提供するシルバー人材 
センターの果たす役割には大きなものがあります。シルバー人材センターの活動を、高齢者をはじめとした市民
に周知し、会員の加入拡大や組織体制の充実を図り、地域に密着した活動ができるよう支援します。 

【目 標 値】 
□ 介護支援ボランティアポイント事業におけるボランティア受入施設や受入事業の拡充。 

【１】 高齢化に対する意識啓発活動 推進

１ 超高齢社会についての広報啓発活動の推進 
超高齢社会における課題等を高齢者のみならず、市民一人    認識       役割 理解 
地域福祉の定着を図るため、市広報誌をはじめとした関係機関の広報啓発活動の充実を図ります。また、 
マスコミなどの活用やホームページ等、情報媒体 利用 図    
２ 敬老祝品贈呈事業の推進 
長寿 祝  多年    社会 貢献  労      市民の敬老思想 高揚 図    目的 
敬老祝品贈呈事業 実施    
３ ボランティア体験事業等福祉教育の推進 
児童・生徒が子どものときから超高齢社会の問題 理解      恵庭市社会福祉協議会 学校関係
者   連携        体験事業 実施 福祉教育指定校 推進 老人     交流等、福祉 
教育の推進を図ります。 

重点施策 

【目 標 値】 
□ 住民 社会参加を促進する仕組みの創設等、高齢者の積極的な介護予防への参加する仕組みの 
検討。 
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Ⅳ 恵庭版地域包括ケアシステムの深化・推進 

１．介護予防と健康・元気づくりの推進 

基本目標 

重点施策 
新規 

【１】 一般介護予防事業の推進 

この事業は、市町村の独自財源により行 事業や地域との連携、民間    との役割分担を踏まえ
   住民運営 通  場 充実   人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大し
ていくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーション専門職等 活   自立支援 資
する取り組みを推進します。 
１ 介護予防把握事業の推進 
関係機関（主治医 民生委員 町内会、保健師等）からの情報を活用し、独居や閉じこもり等何らか
の支援を要する人を把握し、介護予防活動へつなぎます。 
２ 介護予防普及啓発事業の推進 
介護予防に関する基本的 知識 普及 啓発等 行 ます。 
３ 地域介護予防活動支援事業の推進 
いきいき百歳体操サポーターを養成するなど、身近な地域において、住民主体による介護予防に資する 
活動の育成 支援 行    
４ 一般介護予防事業評価事業の実施 
恵庭市の実情を踏まえた介護予防の取り組みを推進するため、大学などの学術機関と連携し、事業
評価 行    得られた科学的根拠を活用し、一層の介護予防事業の展開に努めます。 

【２】 健康診査等事業の推進 

１ 健康診査の実施 
４０歳  ７４歳 国民健康保険加入者を対象に、特定健康診査を内臓脂肪型肥満に着目した
検査項目のほか、独自に検査項目を追加して実施し、必要に応じ生活習慣の改善につながる保健指導を
行    また、後期高齢者医療制度加入者 対象  国民健康保険加入者 実施  特定健康診査
と同様の健康診査を実施します。 
２ 脳ドック受診費用の助成 
国民健康保険及 後期高齢者医療制度加入者  脳   受診費用 助成 行    
３ がん検診事業の実施 
がんの早期発見 治療 目的に検診機関と連携を図りながら３５歳以上（子宮がん検診は２０歳
以上） 市民 対象 各種  検診 実施     た、検診の結果を踏まえ、精密検査等が必要となっ
た人に対し早期に適切 受診      相談 応  不安 解消 努    
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第４章 施策体系別計画 

【目 標 値】 
□ いきいき百歳体操サポーター養成講座の受講者の増加。 
□ 住民主体 通  場 拡充。 

【２】 健康診査等事業の推進（続き） 

４ 肝炎ウイルス検査の実施 
自覚症状が  肝炎    感染者 早期発見 治療 目的    ３５歳以上 市民 対象 検査
を実施します。 
５ 予防接種の実施 
高齢者の感染症等の発症や重症化を予防するワクチン接種を実施します。 
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２．地域生活を支える環境整備の推進重点施策 

【１】 地域生活を支える環境整備の推進 

１ 高齢者向け住宅 推進
要介護状態になっても施設に入所せずに、安心して住 続           緊急時 見守  健康
相談体制 充実  支援付 高齢者住宅 住宅型有料老人   等 供給 促進するよう国や道の
制度 周知及 情報提供   取り組みを推進します。 
２ 防災・防火対策の充実 
日頃から災害 備 市民 安全・安心に暮らせるよう、市及び防災関係機関、地域が一体となった総合
的な防災対策の充実を図ります。また、火災 未然 防    市民 常 防火 対 関心を持つよう防火
意識 高揚 図  高齢者 火災  守    対策 充実    
３ 応急手当の普及推進 
地域住民   適切 応急手当 実施      救命率 向上に極めて効果的であり、関係団体等
と連携の強化を図りつつ高齢者等を含めた地域住民 対する応急手当の普及啓発活動を推進します。 
４ 防犯活動の推進 
高齢者が安全で安心して地域社会で暮らせるよう関係機関と連携し 防犯意識 高揚 高齢者 犯罪
にあわないよう防犯活動を推進します。 
５ 悪質商法等による消費者被害の防止 
高齢者の消費生活の安定と保護を図るため、情報提供や啓発活動を充実します。 
６ 交通安全対策の推進 
高齢者の交通安全意識 高揚 図      交通事故  守    施策 充実 図    
７ 福祉のまちづくりの推進 
高齢者や障  者等         市民 安全   安心  暮           市民 事業
者、関係機関団体等や市がともに連携し、福祉のまちづくりの推進を図ります。 
８ 施設のバリアフリー化の推進 
高齢者や障がい者等にとってやさしいまちづくりを推進するため、公共公益施設（建物及び都市施設）の
バリアフリー化の推進を図ります。 
９ 道路 歩道等の整備推進 
高齢者等 自由 外出 社会参加      歩道 拡幅 段差 解消  安全性 利便性 快適性
に配慮した道路 歩道等 整備 図    
１０ 公園、緑地の整備推進 
超高齢社会の到来を見据  地域交流   コミュニティ形成、レクリェーション、安らぎの場として機能
する施設づくりを推進します。また、自然環境を保全し、人々の心の癒しとゆとりを与えられる空間づくりを
目指します。 
１１ 交通環境の利便性推進 
閉じこもりがちな高齢者等、移動に制約のある方々の積極的な社会参加を支援するために、コミュニティバ
ス（エコバス）やコミュニティタクシー 運行等 利用    交通環境    推進    
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【２】 生活支援サービスの充実 

 恵庭市では、介護保険の要介護者や要支援者、日常生活に支障のある高齢者が地域で安心して暮ら
せるよう、地域福祉事業の充実に努めます。 
１ 養護老人   入所措置 実施
心身機能の減退のために日常生活に支障があり 家庭 事情     居宅  生活 困難 高齢者
に対  近隣市町村 養護老人    連携  円滑 入所措置を行    
２ 外出支援サービス事業の推進 
外出支援サービスは、リフト付車両   利用者 居宅 市内 医療機関等 送迎         
車椅子   使用    高齢者等 交通手段 確保    社会参加 生活自立 支      
日常的 車椅子 使用    高齢者等や歩行困難な人についても対象としており、今後も事業の啓発
 行 充実 努    
３ 除雪サービス事業の推進 
冬期間の高齢者世帯 生活路 確保 安全性 利便性 向上 目的  、ご自身で除雪することが 
困難な高齢者世帯または身体障がい者世帯等 対  自宅玄関  公道までの概ね１メートル幅を除雪
 生活路 確保するサービスです。高齢化の進展に伴  除雪     啓発 行 充実に努めます。 
４ 緊急通報サービス事業の拡大・推進 
病弱なひとり暮らし高齢者等の急病や災害時などの緊急時対応として、緊急通報システムを設置し、
安全な居宅生活の確保 行 事業 す。今後、対象者拡大の検討及びサービス内容の充実を図り、地域
の社会資源と連携した高齢者を地域で支える体制づくりを推進します。 
５ 在宅支援住宅改修費助成事業 推進
要支援・要介護認定に該当しない、または日常生活に何らかの支障がある高齢者が、要介護状態等に
       居宅  安全 生活 支     必要 住宅改修工事費用の一部を助成します。 
６ 訪問理美容    事業 推進
身体の衰えや、障がい及び傷病等により寝たきり 高齢者 要介護３以上 日常的 車椅子 使用 
   高齢者等  理美容院 出向    困難 人 対して訪問理美容 行 事業   高齢者等の 
清潔 保持 快適 居宅生活 維持     ことから、関係機関と連携       周知 利用 促進
を図ります。 

【１】 地域生活を支える環境整備の推進（続き） 

１２ 水と緑と花のある地域環境整備の推進 
「水と緑のやすらぎプラン」及び「花のまちづくりプラン」に基づき、水・緑・花が一体となった、美しいやすらぎの
ある地域環境の整備促進を図ります。 
１３ 騒音、公害防止対策の推進 
公害を未然に防止し発生源対策 強化  市民 健康保持 良好 生活環境 保全 図    
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【２】 生活支援サービスの充実（続き）

７ 寝具丸洗い・乾燥・消毒サービスの推進 
寝具類 衛生管理 困難 高齢者等 対  寝具 洗濯、乾燥 消毒 行  清潔 保持 快適 
居宅生活 援助 図      す。関係機関と連携       周知 利用 促進 図    
８ 配食サービスの充実 
傷病等 理由    食事 調理 困難 人 定期的 居宅 訪問  栄養バランスのとれた食事を 
提供するとともに、安否確認を行 ます。高齢者のニーズに対応するために、様々な主体による配食サービス
の充実に努めます。 
９ 安否確認 見守 体制の強化 
複数 事業者 団体等  提携   見守 体制 充実          暮   高齢者等 生活 
不安 抱  世帯 地域全体 見守 安全体制 構築 努    
１０ 救急医療情報   事業 推進
ひとり暮らし高齢者の方の安心・安全を確保することを目的に、かかりつけの病院や服薬内容などの情報を
専用の容器   冷蔵庫等に保管しておくことで、救急時に適切 対応（救急搬送等）に活かすことがで
きることから、救急医療情報キット事業の推進を図ります。 
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Ⅴ 認知症施策の推進 

１．認知症支援策の充実 

基本目標 

重点施策 
新規 

【１】 認知症 関  理解 普及 及 相談体制 充実

１ 認知症施策の推進 
認知症     本人 意思 尊重      限 住 慣  地域 良 環境 暮  続     
できる社会 目指  認知症 状態 応  適切    ス提供の流  確立 、早期   適切 対応
が図れる体制の構築を図ります。 
２ 認知症初期集中支援推進事業の実施 
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるため
に、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応
に向けた支援体制を構築します。 
３ 認知症地域支援・ケア向上事業の実施 
認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じ、すべての
期間を通じて効果的 支援 行   体制 構築      、認知症ケアの向上を図るための取り組みを 
推進することが重要です      医療機関 介護    及 地域 支援機関 間 連携 図    
支援 認知症 人   家族 支援  相談業務等 行 「認知症地域支援推進員」を配置し、推進員
を中心とした地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ります。 
４ 認知症サポーター養成事業の推進 
認知症高齢者や若年性認知症 人 地域 見守 、支援する連携体制づくりを推進する認知症キャラ
バン・メイト 連携  認知症高齢者 家族 見守  支援  認知症      養成 ます。認知症に
対  正  理解 普及 認知症となっても安心して暮   地域 見守 機能 強化    
５ 認知症に関する広報活動の推進 
認知症高齢者及び家族に対して保健福祉 介護     情報提供 地域住民 認知症 理解 
深  広報活動 行    
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＜全体会議＞構成機関 
・千歳警察署・恵庭交番 ・札幌弁護士会 ・恵庭市医師会・ 石狩振興局保健環境部社会福祉課 
・石狩振興局保健環境部千歳地域保健室（保健所） ・恵庭市消防本部 
・札幌人権擁護委員協議会 ・恵庭市老人   連合会 ・恵庭市町内会連合会 
・恵庭市社会福祉協議会 ・恵庭市民生委員児童委員連絡協議会 ・特別養護老人   恵望園 
・特別養護老人   恵庭ふくろうの園 ・介護老人保健施設恵 野      
 介護老人保健施設アートライフ恵庭 ・恵庭消費者協会 ・恵庭市介護支援専門員連絡協議会 
・恵庭市グループホームネットワークの会  
・地域包括支援センター（たよれーる・ひがし、みなみ、きた、中島・恵み野） 
・障がい者総合相談支援センター（ｅ―ふらっと） 
・恵庭市（保健課・福祉課・障がい福祉課・介護福祉課）

【２】 高齢者虐待防止ネットワーク会議を中心とした取り組みの推進 

高齢者虐待防止ネットワーク会議 
【役割】 
高齢者虐待防止ネットワーク会議には、関係機関等の代表者レベルによる「全体会議」と実務担当者レベ
ルによる「対応ケース会議」があります。 
① 全体会議 
高齢者虐待防止 早期発見 高齢者虐待 受けた高齢者に対する保護、支援体制の整備について関係
機関の代表者が集まり検討していきます。 
② 対応ケース会議 
個別事例     情報交換 支援方策等    必要 関係機関 実務担当者 集  検討    
ます。虐待事例 場合は、緊急な対応が求められることもあることから、必要に応じて随時開催します。 
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● 恵庭市高齢者虐待防止ネットワークのイメージ 

サービス事業者 
ケアマネージャー 

対
応
ケ
ー
ス
会
議
（
実
務
者
レ
ベ
ル
）

緊急一時保護 
判定会議 

本 人 ・ 家 族 
医療機関等 

民 生 委 員 
近隣住民等 

恵庭市（介護福祉課）・地域包括支援センター（たよれーる）＜コアメンバー＞ 

高齢者虐待対応ケース会議（必要に応じたメンバーの招集）

保健課 

介護福祉課 

福祉課

保健所 

社会福祉協議会

老人   

町内会 

医療機関 

サービス事業者 

ケアマネージャ 

包括支援センター

障がい者総合
支援センター 

警察 法律関係者

民生委員 人権擁護委員

本人 
・ 
家族 

要 分 離 

地域  見守 

保健指導
ケースワーク 
地域ネットワーク 

在宅    利用 

ケアマネージャー
サービス事業者 

サービス担当者会議 

要

分

離

入
所
判
定
会
議

施設利用 

介護保険施設
老人ホーム措置 
ショートステイ 
緊急一時保護

（司令塔）

適切 時期 モニタリング（虐待が解消された場合は、包括的 継続的        支援 移行） 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

全
体
会
議
（
代
表
者
レ
ベ
ル
）

恵庭市高齢者虐待防止ネットワーク会議（全体会議） 

恵庭市介護支援専門員連絡会代表、施設関係者代表、各種専門機関代表、地域住民 
地域包括支援センター、恵庭市（介護福祉課・保健課・その他関係部署） 

高齢者虐待についての対応やネットワーク運営について検討する。 
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【２】 高齢者虐待防止ネットワーク会議を中心とした取り組み 

１ 高齢者虐待に関する早期発見・早期解消の取り組み 
高齢者の虐待に関する相談窓口として、地域包括支援センターの機能を周知し、連携して速やかな問題
発見 対応 図      務    
２ 高齢者虐待防止ネットワークの推進 
高齢者が地域の中で尊厳を持って生活できる地域社会づくりを目指し、高齢者虐待への対応、支援、 
防止を図るため、本市では「高齢者虐待防止ネットワーク会議」を２００８（平成２０）年１０月に設
立しました。 
地域における高齢者虐待防止、対応への仕組みとして関係機関と連携し推進します。 
３ 身体拘束ゼロ運動の推進 
施設サービス等  入所者 意思及 人格 尊重      自立 支援していくサービスです。身体 
拘束の廃止は、高齢者にとって  良 ケアのあり方を追及していくうえでの出発点であることから、「身体 
拘束ゼロ運動」を北海道 関係機関 連携 推進    

【３】 成年後見制度の普及・促進 

１ 成年後見制度 普及・啓発 
認知症等   判断機能 不十分     地域で暮      市民及 関係機関 対 制度 理解
を促し支援体制を整備するため、２００９（平成２１）年３月  成年後見ネットワーク」を発足しまし
た。また２０１６（平成２８）年４月には恵庭市成年後見支援    を設置しました。 
今後 成年後見制度普及   作成   成年後見ネットワークガイドブック」を研修会等、様々な機会
をとらえ活用していきます。 
２ 成年後見制度利用支援事業の推進 
認知症等   判断能力 低下    成年後見制度 利用が必要な人 利用           
地域支援事業の任意事業として実施します。 
認知症高齢者の財産管理       後見人付与 申 立  行 親族 対  必要 応 成年
後見制度 利用 勧奨します。 
３ 日常生活自立支援事業 推進
日常生活自立支援事業  認知症高齢者等意思決定や意思表示 困難 在宅者 対  福祉  
  利用 援助 代行 日常的 金銭管理   地域生活     提供       
本事業が円滑 実施      恵庭市社会福祉協議会 民生児童委員、さらに各相談機関との連携
 図      制度 周知 図    
４ 成年後見制度利用促進基本計画 策定
権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等を目的とした成年後見制度利用促進計画 策定  こと
で、成年後見制度 利用 促進に向けて総合的・計画的な取り組みを推進していきます。 
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【４】 認知症高齢者に対する地域ケアの推進 

１ 徘徊認知症高齢者の事故防止対策の推進 
徘徊のみられる認知症高齢者を介護している家族に対して、認知症高齢者が徘徊した場合にその居場
所 発見   位置検索    端末機を貸与します。 
２ 認知症グループホームネットワークの会との連携 
認知症地域支援推進員を中心に市内の認知症グループホームが連携する「恵庭市グループホームネット
ワークの会」と連携  認知症高齢者 対  理解 地域 支  取り組みを推進します。 
３ 小規模多機能型居宅介護       会  連携
認知症地域支援推進員を中心に、市内の小規模多機能型居宅介護事業所が連携する「恵庭市小規
模多機能型居宅介護       会 と連携  中重度 要介護者 認知症高齢者を居宅      
て地域で支える取り組みを推進します。 
４ 障がい老人 共 歩 会  連携
認知症地域支援推進員を中心に、認知症高齢者を抱えている家族、認知症について関心のある人で
構成する「恵庭市障  老人 共 歩 会」が取り組    託老事業、電話事業、研修事業等に対して
支援  同 悩  持 仲間    交流 促進 図り 住民参加   家族 支  体制として支援しま
す。 
５ 恵庭市ＳＯＳネットワークの推進 
高齢化が急速に進むなか認知症高齢者は確実に増加しており、全国的にも認知症高齢者の徘徊等に
よる行方不明者（以下「未帰宅者」という。）も増加しております。 
未帰宅者 発生 た場合 警察 地域 行政 連携し 早期発見 保護するための体制として「恵庭市
ＳＯＳネットワーク」が２００９（平成２１）年７月 発足し、防災無線を使って市内全域に呼びかける
内容を、ＳＯＳネットワーク関係機関に「ＦＡＸ」を利用  情報提供 行 早期発見     活動  
てきました。 
２０１１（平成２３）年８月    未帰宅者   可能性   方 名前 特徴   情報   
かじめ登録しておく仕組み「事前登録制」と、恵庭市のホームページ 活用  未帰宅者発生時 登録のア
ドレスに情報発信する「メール配信サービス」を追加しました。 
地域全体で取り組み 全  住民 認知症     理解 深  認知症 人   家族 支    
の地域づくりとして機能の充実を推進します。 

第４章 施策体系別計画 

【目 標 値】 
□ 認知症サポーター養成講座受講者数の増加。 
□ 認知症ケアパスに  市民  普及啓発。 
□ 恵庭市ＳＯＳネットワーク構成機関の拡充。 
□ 恵庭市虐待防止マニュアルの改訂。 
□ 成年後見制度利用促進基本計画 策定。 
□ 認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員との連携体制の構築。 
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  １ 総合事業の趣旨 

恵庭市  ２０１７（平成２９）年  介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。総合事業は
要支援者の多様な生活支援ニーズに対応するため、従来、予防給付   提供     全国一律 介護予防
訪問介護及 介護予防通所介護  市町村 実施  地域支援事業 移行  要支援者自身 能力 最大
限生かしつつ、多様な主体によるサービスを総合的に提供可能な仕組みとして介護保険法の中に位置づけられたも
のです。 

  ２ 総合事業の充実に向けて 

１ 総合事業の現状 

人口減少とサービス需要増加の２つの課題を抱えるなかで、総合事業の充実により介護予防強化と生活支援
充実を図りながら、地域包括ケアシステムを推進していく必要があります。現在、恵庭市の総合事業では従来の  
介護予防訪問介護 介護予防通所介護 移行       保健課 訪問型短期集中予防事業 通所型
短期集中予防事業を総合事業として実施しています。 

２ 総合事業の充実に向けて 

総合事業の多様な主体によるサービスの確保については、生活支援コーディネーターや協議体を通じた取り組み
により把握された地域のニーズや資源を踏まえて、具体的に定めることが重要とされています 
また地域のニーズ等を十分に把握しないままに創出されたサービスは、地域の実情に沿わないものとなってしまう 
恐れがあることから、恵庭市は生活支援コーディネーターや協議体、関係団体と連携を持ち、地域における課題や
資源を把握しながら、多様な主体による生活支援・介護予防サービスを検討していきます。第７期事業計画期間
中      以下    検討    予定    生活支援         協議体 関係団体 協議 行  
地域のニーズが認められる場合には、随時その他の多様なサービスを検討していくこととします。 

類型 提供主体 ２０１８ 第 7期事業計画 

訪 問 
訪問介護相当サービス 介護事業所指定 ○ ○ 
訪問型短期集中予防サービス 市直営 ○ ○ 

通 所 

通所介護相当サービス 介護事業所指定 ○ ○ 
通所型サービスＡ（仮称） 介護事業所指定 検討 関係法人と協議 
通所型短期集中予防サービス 市直営 ○ ○（委託） 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 介護予防ケアマネジメントＡ 地域包括支援センター ○ ○ 

第５章 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて 
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３ 総合事業の見込み 

総合事業     量 以下    見込      

   ① 訪問介護相当サービス・訪問型短期集中予防サービス 
訪問介護相当      要支援者及 事業対象者 自力  困難 行為 家族等   支援 受 
    場合 訪問介護員 行        （従前の介護予防訪問介護に相当します。） 
訪問型短期集中予防サービスは特に低栄養や口腔機能の低下があり、通所による事業への参加が困難
  訪問   介護予防 取 組  必要 認    者 対象  保健 医療専門職   者 居宅 
訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し、社会参加を高めるために必要な相談・指導
等を実施する短期集中予防サービスです。 

区分／人数 
第６期計画(実績) 第 7 期計画(推計) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

訪問介護相当サービス   1,355 1,591 1,828 2,064 

訪問型短期集中予防サービス   ２ ４ ４ ４ 

※人数は年間 延 人数 想定     。※2017  見込 数、2018以降 事業対象者数 伸 率 乗    

   ② 通所介護相当サービス・通所型サービスＡ（仮称）・通所型短期集中予防サービス 
通所介護相当サービスは、通所介護施設での食事提供等の基本サービスや要支援者及び事業対象者の
目標     選択的     行    （従前 介護予防通所介護 相当    ）
通所型サービスＡ（仮称）は通所介護相当サービスの人員や設備等の基準を緩和したサービスです。 
通所型短期集中予防サービスは体力 口腔機能 低下    個人 活動   行 排泄 入浴 調理 
買物 趣味活動等 生活行為 支障   者 対象  保健 医療 専門職  居宅 地域  生活
環境 踏   適切 評価 実施  上      週１回３ヵ月間、通所により上記のような状態の改善を
目的とした効果的な介護予防プログラムを実施するサービスです。 

区分／人数 
第６期計画(実績) 第 7 期計画(推計) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

通所介護相当サービス   3,034 3,563 4,093 4,622 

通所型サービスＡ（仮称）    36 36 36 

通所型短期集中予防サービス   16 26 26 26 

※人数は年間 延 人数 想定     。※2017  見込 数、2018以降 事業対象者数 伸 率 乗    

第５章 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて 



72 



73 

第６章 介護保険サービスの実績 
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  １ 居宅サービス 

１ 居宅      居宅 
   ①訪問介護・介護予防訪問介護 

訪問介護  訪問介護員 要介護者 居宅 訪問   身体介護 生活援助等 日常生活上 支援
 行        介護予防訪問介護  要支援者 自力  困難 行為 家族等   支援 受  
   場合 訪問介護員 行        
※介護予防訪問介護      ２０１７（平成２９）年度  介護予防 日常生活支援総合事業 移行   した。 

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第 7期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 
人数 247 234 234 264 249 243 295 317 337  387 

回数 36,430 36,712 40,726 54,874 57,932 55,720 67,578 72,648 78,216  138,415 

介護予防 人数 173 180 196 208 217 187 

計 
人数 420 414 430 472 466 430 295 317 337  387 

回数 36,430 36,712 40,726 54,874 57,932 55,720 67,578 72,648 78,216  138,415 

※人数  月平均  回数  年間  数         計 回数 介護     数      ※2017  見込 数

   ②訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 
訪問入浴介護  要介護者 居宅 訪問   入浴 介護 行    身体 清潔 保持 心身機能 
維持 図        介護予防訪問入浴介護  要支援者 疾病  他    得  理由   
入浴 介護 必要 場合  訪問   入浴介護 行        

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 
人数 16 18 22 26 24 21 23 23 23  47 

回数 755 891 1,273 1,486 1,450 1,154 1,297 1,297 1,297  3,672 

介護予防 
人数 0 0 0 1 1 0 1 1 1  2 

回数 0 0 0 17 61 0 44 44 44  163 

計 
人数 16 18 22 27 27 21 24 24 24 

回数 755 891 1,273 1,503 1,511 1,154 1,341 1,341 1,341 

※人数  月平均  回数  年間  数      ※2017  見込 数

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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   ③訪問看護・介護予防訪問看護 
      訪問看護  看護師等 要介護者 居宅 訪問   療養上 世話 必要 診療 補助 行     

   介護予防訪問看護  介護予防 目的 看護師等 要支援者 居宅療養上 世話 必要 診療
 補助 行        

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 
人数 88 86 84 94 132 157 192 223 262 307

回数 6,866 6,234 6,255 7,174 11,388 13,347 15,685 17,887 20,484 23,042

介護予防 
人数 33 28 20 22 28 40 49 59 69 120

回数 2,053 2,024 1,477 1,787 2,296 3,957 4,234 5,026 5,860 11,776

計 
人数 121 114 104 116 160 197 241 282 331  427 

回数 8,919 8,258 7,732 8,961 13,684 17,304 19,919 22,913 26,344  34,818 

※人数  月平均  回数  年間  数      ※2017  見込 数

   ④訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 
      訪問           理学療法士等 要介護者 居宅 訪問   心身機能 維持回復 図 日常

生活 自立 助     必要           行        
介護予防訪問           介護予防 目的 理学療法士等 要支援者 居宅 訪問  短期
集中的           行        

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 
人数 29 33 37 35 32 39 48 55 64 79

回数 3,184 3,559 4,525 4,257 4,406 5,658 6,996 7,918 9,120 11,246

介護予防 
人数 4 5 8 8 9 12 16 21 25 33

回数 684 662 799 903 1,044 1,262 1,622 2,033 2,438 3,194

計 
人数 33 38 45 43 41 51 64 76 89  112 

回数 3,868 4,221 5,324 5,160 5,450 6,920 8,618 9,951 11,558  14,440 

※人数  月平均  回数  年間  数      ※2017  見込 数

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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   ⑤居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
      居宅療養管理指導  医師等 要介護者 居宅 訪問   療養上 管理 指導 行        

介護予防居宅療養管理指導  介護予防 目的 医師等 要支援者 居宅 訪問   療養上 管理 
指導 行        

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 57 49 53 93 121 142 188 216 251 307 

介護予防 人数 2 3 3 5 9 16 21 25 29 73 

計 人数 59 52 56 98 130 158 209 241 280  380 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

   ⑥通所介護・介護予防通所介護 
      通所介護は、デイサービスセンター等に要介護者が通い、入浴の介護、食事の提供、生活等についての 

相談 助言 日常生活 世話 行        介護予防通所介護  通所介護施設  食事提供等 
基本     要支援者 目標     選択的     行    

    ※介護予防通所介護      ２０１７（平成２９）年度  介護予防 日常生活支援総合事業 移行   した。 

    ※２０１６（平成 28）年度  定員 18 名以下 通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所  移行     

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 
人数 323 341 372 438 279 286 318 374 437 473 

回数 32,770 35,082 38,532 47,549 28,570 28,700 32,592 38,322 44,800 79,205 

介護予防 人数 280 335 395 440 471 408 

計 
人数 603 676 767 878 750 694 318 374 437  473 

回数 32,770 35,082 38,532 47,549 28,570 28,700 32,592 38,322 44,800 79,205 

※人数  月平均  回数  年間  数         計 回数 介護     数      ※2017  見込 数

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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   ⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 
      通所           老人保健施設等 要介護者 通  心身 機能回復等 図    必要   

        行        介護予防通所           心身 機能等              
要支援者 目標     選択的      行    

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 
人数 153 157 150 159 143 138 170 204 239 180

回数 14,816 15,386 14,650 15,039 13,614 13,368 15,875 19,127 22,952 20,256

介護予防 人数 62 54 55 57 56 66 85 103 127 164

計 
人数 215 211 205 216 199 204 255 307 366  344 

回数 14,816 15,386 14,650 15,039 13,614 13,368 15,875 19,127 22,952 20,256

※人数  月平均  回数  年間  数         計 回数 介護     数      ※2017  見込 数

   ⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 
      短期入所生活介護  特別養護老人   等 要介護者 短期間入所  入浴 排泄 食事等 介護

 日常生活 世話 行        介護予防短期入所生活介護  特別養護老人   等 要支援
者 短期間入所  介護予防 目的   日常生活上 世話 行        

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 回数 6,583 6,401 6,878 7,897 6,775 5,883 6,862 7,448 8,072 17,968

介護予防 回数 559 682 539 489 356 299 479 479 616 924

計 回数 7,142 7,083 7,417 8,386 7,131 6,182 7,371 7,927 8,688  18,892 

※回数  年間  数      ※2017  見込 数

   ⑨短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
      短期入所療養介護  老人保健施設等 要介護者 短期間入所  看護 医学的管理下 介護 

機能訓練等 行        介護予防短期入所療養介護  老人保健施設等 要支援者 短期間
入所  介護予防 目的   看護 医学的管理下 介護 機能訓練等 行        

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 回数 2,177 2,258 2,424 2,970 3,046 2,630 3,340 3,361 3,416 6,012

介護予防 回数 83 54 63 112 99 33 74 74 74 90

計 回数 2,260 2,312 2,487 3,082 3,145 2,663 3,414 3,435 3,490  6,102 

※回数は「年間」の数となります。※2017 は見込み数 

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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   ⑩福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 
      福祉用具  要介護者 日常生活上 便宜 機能訓練    福祉用具 貸出          

介護予防福祉用具貸与は、福祉用具のうち、介護予防に資するものについて要支援者に貸出しするサービス
です。 

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 296 322 353 401 447 465 568 633 689 725 

介護予防 人数 191 201 239 277 309 325 375 423 471 742 

計 人数 487 523 592 678 756 790 943 1,056 1,160  1,467 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

   ⑪特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 
      特定福祉用具販売は、要介護者の入浴や排泄に使用する福祉用具を販売するサービスです。 

特定介護予防福祉用具販売は、介護予防に資する入浴や排泄に使用する福祉用具を要支援者に販売
するサービスです。 

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 110 115 97 116 125 104 120 180 240 240 

介護予防 人数 92 95 75 113 96 81 120 120 120 120 

計 人数 202 210 122 229 221 185 240 300 360  360 

※人数  年間  数      ※2017  見込 数

   ⑫住宅改修 介護予防住宅改修
      住宅改修  要介護者 手摺  段差解消等 改修 行     介護保険  改修費 支給     

介護予防住宅改修  要支援者 介護予防 資  手摺  段差解消等 改修 行     介護保険
から改修費が支給されます。 

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 92 109 104 140 134 129 144 168 180  252 

介護予防 人数 138 151 161 165 154 105 168 168 168  168 

計 人数 230 260 265 305 288 234 312 336 348  420 

※人数  年間  数      ※2017  見込 数

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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   ⑬居宅介護支援 介護予防支援
      居宅介護支援  要介護者 居宅介護     適切 利用       居宅介護    計画（  

   ）  作成  事業者等  調整 行        介護予防支援  要支援者 適切 介護予防
     利用       介護予防    計画（     ）  作成  事業者等  調整 行    
スです。 

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 611 631 664 749 762 785 821 833 896 1,086 

介護予防 人数 541 589 668 734 781 755 922 1,017 1,086 1,276 

計 人数 1,152 1,220 1,332 1,483 1,543 1,540 1,743 1,850 1,982  2,362 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

２ 特定施設入居者生活介護 【居住系】 
     特定施設入居者生活介護  有料老人    軽費老人 ーム等が要支援者・要介護者に、「特定  

施設    計画（     ）  基   入浴 排泄 食事等 介護 日常生活上 支援 行     
です。

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計)  将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 45 51 59 61 83 96 130 205 205 198 

介護予防 人数 19 16 11 12 24 33 43 68 68 114 

計 人数 64 67 70 73 107 129 173 273 273  312 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

基盤 第５期計画 第６期計画 第７期計画 

市内施設 
介護付有料老人ホーム 
ラ・デュース恵み野(100 床)

介護付有料老人ホーム 
ラ・デュース恵み野(100 床) 

介護付有料老人ホーム 
ラ・デュース中島(73 床)

介護付有料老人ホーム 
ラ・デュース恵み野(100 床) 
介護付有料老人ホーム 
ラ・デュース中島(73床) 

※既存施設又は新設施設
の特定化 

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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  ２ 施設サービス 

１ 介護老人福祉施設 【施設】 
      介護老人福祉施設  要介護者に対し入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話・機能訓練・ 

健康・管理等 療養上 世話 行 施設   

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 107 103 104 101 110 117 117 117 117 234

計 人数 107 103 104 101 110 117 117 117 117 234

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

基盤 第５期計画 第６期計画 第７期計画 

市内施設 
恵望園      71 床 恵望園      71 床 恵望園      71 床 

恵庭ふくろうの園 50床 恵庭ふくろうの園 50 床 恵庭ふくろうの園 50床 

２ 介護老人保健施設 【施設】 
      介護老人保健施設  要介護者 対 看護 医学的管理下  介護 機能訓練等 必要 医療 

日常生活上 世話 行 施設   

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 169 187 198 195 191 196 200 200 200 343

計 人数 169 187 198 195 191 196 200 200 200 343

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

基盤 第５期計画 第６期計画 第７期計画 

市内施設 
恵み野ケアサポート100床 恵み野ケアサポート100床 恵み野ケアサポート 100床 

アートライフ恵庭 100 床 アートライフ恵庭 100 床 アートライフ恵庭 100床 

３ 介護療養型医療施設 【施設】 
      介護療養医療施設  要介護者 対 療養中 管理 看護 医学的管理下  介護等 世話 機能

訓練等 必要 医療 行 施設   

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 50 54 49 47 49 47 47 47 47 

計 人数 50 54 49 47 49 47 47 47 47 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

基盤 第５期計画 第６期計画 第７期計画 

市内施設 島松病院     60 床 島松病院     60 床 島松病院     60 床 

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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  ３ 地域密着型サービス 

１ 小規模多機能型居宅介護  居宅 
      小規模多機能型居宅介護  通所 訪問   短期間 宿泊    入浴 排泄 食事等 介護 

調理 洗濯 掃除等 家事 生活相談 助言 健康状態 確認   日常生活上 世話 機能訓練 
行        

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 27 27 32 35 38 36 41 47 51 51 

介護予防 人数 11 10 11 9 8 8 8 10 12 12 

計 人数 38 37 43 44 46 44 49 57 63  63 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

基盤 第５期計画 第６期計画 第７期計画 

市内施設 
のりこハウス   25 人 のりこハウス   29 人 のりこハウス   29 人 

島松ふくろうの園 25人 島松ふくろうの園 25 人 島松ふくろうの園 25人 

※人数は「登録定員」の数となります。 

２ 認知症対応型通所介護  居宅 
      認知症対応型通所介護  認知症   高齢者 特別養護老人              等 通  

入浴 排   食事等 介護 機能訓練 行        

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 
人数 － － － － － － 12 17 22 22 

回数 － － － － － － 2,832 4,056 5,280 5,280 

介護予防 
人数 － － － － － － 3 3 3 3 

回数 － － － － － － 468 468 468 468 

計 
人数 － － － － － － 15 20 25 25 

回数 － － － － － － 3,300 4,524 5,748 5,748 

※人数  月平均  回数  年間  数      

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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３ 認知症対応型共同生活介護 【居住系】 
      認知症対応型共同生活介護  認知症（急性 除 ） 高齢者 対   共同生活住宅  家庭的 

環境 地域住民  交流 下 入浴 排泄 食事等 介護   日常生活上 世話 機能訓練 行    
スです。 

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 130 126 128 126 129 146 151 187 187 289 

介護予防 人数 1 0 1 2 1 0 2 2 2 0 

計 人数 131 126 129 128 130 146 153 189 189  289 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

基盤 第５期計画 第６期計画 第７期計画 

市内施設 

ＧＨすずらんの家  9人 ＧＨすずらんの家  9 人 ＧＨすずらんの家  9人 

ＧＨだんらん   18 人 ＧＨだんらん   18 人 ＧＨだんらん   18 人 

ＧＨすまぃる   18 人 ＧＨすまぃる   18 人 ＧＨすまぃる   18 人 

ＧＨ恵風      9 人 ＧＨ恵風      9 人 ＧＨ恵風      9 人 

ＧＨ花いちもんめ  9人 ＧＨ花いちもんめ  9 人 ＧＨ花いちもんめ  9人 

ＧＨだんらんこがね 9人 ＧＨだんらんこがね 9人 ＧＨだんらんこがね 9人 

ニチイケアセンター恵庭 18 人 ニチイケアセンター恵庭 18 人 ニチイケアセンター恵庭 18人 

ＧＨこもれびの家 18人 ＧＨこもれびの家 18 人 ＧＨこもれびの家 18人 

ＧＨ北のくにから 18人 ＧＨ北のくにから 18 人 ＧＨ北のくにから 18人 

ＧＨのりこハウス  9人 ＧＨのりこハウス  9 人 ＧＨのりこハウス  9人 

 ＧＨめぐみの   18 人 ＧＨめぐみの   18 人 

※Ｈ31新規 ２ヵ所 
２ユニット×２ヵ所 

※ＧＨ            略称      

４ 地域密着型通所介護 
      地域密着型通所介護はデイサービスセンター等に要介護者が通い、入浴の介護、食事の提供、生活等 

ついて 相談 助言 日常生活 世話 行        
    ※２０１６（平成 28）年度  定員 18 名以下 通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所  移行     

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 
人数 - - - - 214 238 268 284 322 405 

回数 - - - - 22,639 26,713 29,878 36,823 54,797 68,510 

計 
人数 - - - - 214 238 268 284 322 405 

回数 - - - - 22,639 26,713 29,878 36,823 54,797 68,510 

※人数  月平均  回数  年間  数         計 回数 介護     数      ※2017  見込 数
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５ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 施設 
      地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  入浴 排泄 食事等 介護 相談 援助 社会生

活上 便宜 供与   日常生活上 世話 機能訓練 健康管理 療養上 世話 行        
    ※地域密着型介護老人福祉施設   小規模（定員２９人以下） 特別養護老人      

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 85 83 82 85 84 86 87 87 116  179 

計 人数 85 83 82 85 84 86 87 87 116  179 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

基盤 第５期計画 第６期計画 第７期計画 

市内施設 

島松ふくろうの園  29 床 島松ふくろうの園  29 床 島松ふくろうの園  29床 

ふる里えにわ    29 床 ふる里えにわ    29 床 ふる里えにわ    29床 

恵望園はなえにわ  29 床 恵望園はなえにわ  29 床 恵望園はなえにわ  29床 

新規 １ヶ所   29 床 

６ 定期巡回 随時対応型訪問介護看護 居宅 
      定期巡回 随時対応型訪問介護看護  在宅 介護 受    方 対   日中 夜間 通   一

  事業所  定期的 巡回訪問介護 訪問看護     行       訪問介護 訪問看護 密接 
連携により、短時間の定期的な巡回と随時の対応ができるサービスです。 

区分 
第５期計画(実績) 第６期計画(実績) 第７期計画(推計) 将来推計 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2025 

介護 人数 0 0 2 3 5 16 17 21 26  30 

計 人数 0 0 2 3 5 16 17 21 26  30 

※人数は「月平均」の数となります。※2017  見込 数

基盤 第５期計画 第６期計画 第７期計画 

市内施設 
２４ケアステーション 

ノテ恵庭 
新規 １ヶ所 

  ４ 介護保険サービスの利用促進 

居宅     年々利用者 増加  市内     事業所数 増加           質 高    
  提供     質 確保 努       利用者      自由 選択       利用 円滑 
図られるよう努めます。 
施設          利用 必要性 高 人 利用      介護保険施設  連携 強化    
特  地域密着型      身近 地域 必要      利用      地理的条件等 踏     
圏域毎のバランスを考慮し基盤整備を図ります。 

第６章 介護保険サービスの実績と見込み 
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第７章 介護保険の費用の推計と 

保険料 
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  １ 保険給付費の見込み 

１ 保険給付費の財源構成 

介護     利用  場合 費用 １割 ３割（所得や資産等の状況によります。）が自己負担とな
  残  介護保険  給付     介護給付費    財源 半分 保険料（６５歳以上＝第1号被
保険者２３％、４０歳 ６４歳＝第 2 号被保険者２７％）であり、残りの半分を国（１／２）、   
都道府県（１／４）、市町村（１／４）の負担（公費）で賄います。 
第１号被保険者 負担  介護保険料月額基準額  介護     利用量 応  決     今後 
高齢者の増加に伴う要支援・要介護認定者数の増加や、介護保険施設等の整備等により介護給付費を含
  総事業費 年々増加   くことが予想されます。 

２ 地域支援事業の財源構成 

地域支援事業は、総合事業と包括的支援事業及び任意事業から構成され、地域における包括的な相談
及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制等を一体的に推進するものとされています。そ
の財源構成は、総合事業は半分が国（２５％） 北海道（１２．５％）、市（１２．５％）の負担、
残  半分 保険料（６５歳以上＝第 1 号被保険者２３％、４０歳 ６４歳＝第 2 号被保険者  
２７％）で賄います。包括的支援事業と任意事業については、第１号被保険者の負担割合は変わりません
が、第２号被保険者の負担がなく、国（３８．５％） 北海道（１９．２５％）、市（１９．２５％）
の公費の占める割合が高くなっています。 

第７章 介護保険の費用の推計と保険料 
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３ 第６期保険給付費等の実績と見込み 

第６期介護保険事業運営期間    保険給付費 実績 見込  次       
２０１５（平成２７）年度 から２０１７（平成２９）年度   第 6 期介護保険事業運営期間
における介護保険事業に係る介護保険費の合計は約１１０億円   見込    

（千円） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　計

（１）居宅サービス
訪問介護 178,494 186,374 184,101 548,969
訪問入浴介護 16,970 16,745 13,077 46,792
訪問看護 47,965 70,166 85,413 203,543
訪問リハビリテーション 14,726 15,538 19,741 50,005
居宅療養管理指導 11,205 13,762 16,453 41,420
通所介護 449,732 338,681 323,479 1,111,892
通所リハビリテーション 160,384 142,906 141,758 445,048
短期入所生活介護 66,377 57,212 49,000 172,588
短期入所療養介護（老健） 32,354 32,042 27,725 92,122
短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0
福祉用具貸与 69,594 83,534 88,101 241,230
特定福祉用具購入費 6,588 5,849 4,900 17,338

住宅改修費 30,178 26,793 19,200 76,172
居宅介護支援 151,058 159,869 162,963 473,891
特定施設入居者生活介護 142,560 201,282 233,647 577,489

計 1,378,186 1,350,752 1,369,558 4,098,496

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4,767 7,257 28,461 40,485

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 0 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 76,893 82,305 80,139 239,338
認知症対応型共同生活介護 375,394 376,081 429,327 1,180,803
地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 231,568 228,180 235,655 695,403
看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0
地域密着型通所介護 0 129,289 175,651 304,940

計 688,623 823,112 949,234 2,460,969

介護老人福祉施設 298,180 320,789 347,499 966,467
介護老人保健施設 608,703 597,446 618,863 1,825,011
介護医療院
介護療養型医療施設 198,749 211,630 200,924 611,303

計 1,105,631 1,129,864 1,167,286 3,402,781

3,172,440 3,303,728 3,486,077 9,962,245

156,284 146,149 195,301 497,734

（５）高額介護サービス費等給付額 73,739 83,660 123,941 281,340
（６）高額医療合算介護サービス費等給付額 9,260 8,942 12,072 30,274
（７）算定対象審査支払手数料 3,835 3,571 4,794 12,200

（８）地域支援事業費
介護予防・日常生活支援総合事業費 26,782 42,745 126,744 196,271
包括的支援事業・任意事業費 67,128 60,759 106,556 234,443

93,910 103,504 233,300 430,714

保険給付費合計（（１）＋（２）＋（３））

第６期保険給付費等の実績と見込み

（２）地域密着型サービス

（３）施設サービス

第６期

（４）特定入所者介護サービス費等給付額

介護保険費合計
（（１）＋（２）＋（３）＋（４）＋（５）＋（６）＋（７）＋（８））

3,509,468 3,649,554 4,055,485 11,214,507

第７章 介護保険の費用の推計と保険料 
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３ 第７期保険給付費等の見込み 

第７期介護保険事業運営期間    保険給付費 見込  次       
２０１８年度  ２０２０年度   第７期介護保険事業運営期間における保険給付費は約１２
９億円、地域支援事業費は約１２億円となり、介護保険事業に係る介護保険費の合計は約１５０億円
 見込      

（千円） 

2018年度 2019年度 2020年度 合　計

（１）居宅サービス
訪問介護 194,923 209,446 225,951 630,320
訪問入浴介護 15,816 15,816 15,816 47,448
訪問看護 100,263 115,751 133,390 349,404
訪問リハビリテーション 25,079 28,936 33,607 87,622
居宅療養管理指導 28,386 32,723 37,981 99,090
通所介護 234,636 277,229 324,879 836,744
通所リハビリテーション 176,913 214,893 259,956 651,762
短期入所生活介護 58,786 63,483 69,254 191,523
短期入所療養介護（老健） 35,114 35,532 35,760 106,406
短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0
福祉用具貸与 116,860 132,207 145,629 394,696
特定福祉用具購入費 6,832 8,753 10,674 26,259

住宅改修費 30,011 31,735 32,871 94,617
居宅介護支援 189,318 198,287 213,327 600,932
特定施設入居者生活介護 320,848 505,816 505,816 1,332,480

計 1,533,785 1,870,607 2,044,911 5,449,303

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 30,389 37,575 45,640 113,604

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 32,706 45,918 59,129 137,753

小規模多機能型居宅介護 94,240 111,183 124,399 329,822
認知症対応型共同生活介護 449,984 556,043 556,043 1,562,070
地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 242,788 242,788 324,627 810,203
看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0
地域密着型通所介護 215,147 271,176 405,726 892,049

計 1,065,254 1,264,683 1,515,564 3,845,501

介護老人福祉施設 348,741 348,741 348,741 1,046,223
介護老人保健施設 633,708 633,708 633,708 1,901,124
介護医療院
介護療養型医療施設 199,749 199,749 199,749 599,247

計 1,182,198 1,182,198 1,182,198 3,546,594

3,781,237 4,317,488 4,742,673 12,841,398

147,130 152,826 158,744 458,700

（５）高額介護サービス費等給付額 112,084 116,424 120,932 349,440
（６）高額医療合算介護サービス費等給付額 9,163 9,518 9,886 28,567
（７）算定対象審査支払手数料 4,660 4,841 5,028 14,529

（８）地域支援事業費
介護予防・日常生活支援総合事業費 241,670 251,470 261,683 754,823
包括的支援事業・任意事業費 155,994 155,987 155,987 467,968

397,664 407,457 417,670 1,222,791

保険給付費合計（（１）＋（２）＋（３））

第７期保険給付費等の見込み

（２）地域密着型サービス

（３）施設サービス

第７期

（４）特定入所者介護サービス費等給付額

介護保険費合計
（（１）＋（２）＋（３）＋（４）＋（５）＋（６）＋（７）＋（８））

4,451,938 5,008,554 5,454,933 14,915,425
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  ２ 第１号被保険者の保険料設定 

１ 第７期事業計画における介護保険料段階及び保険料率について 

保険料段階      被保険者 所得水準 応    細   保険料段階 設定       国 
示  標準段階例  恵庭市のこ    保険料段階及 保険料率 設定状況 鑑  設定 行    
しています。第７期事業計画における介護保険料段階      第６期事業計画より引き続き、低所得
者に配慮したきめ細やかな所得段階を踏襲し、市民 負担軽減 努    
なお２０１８年度   介護報酬 改定 ２０１９年に予定されている消費税増税の影響によって保
険料段階等 変更   場合       市民生活  影響 最低限      負担軽減 努    

第１０段階 
１．８５ 
(8,880 円) 

第９段階 
１．７５ 
(8,400 円) 

第８段階 
１．５ 
(7,200 円) 

第７段階 
１．３０ 
(6,240 円) 

第６段階 
１．２５ 
(6,000 円) 

第５段階 
１．０ 
（基準） 
(4,800 円) 

第４段階 
０．８５ 
(4,080 円) 

第３段階 
０．６０ 
(2,880 円) 

第２段階 
０．５５ 
(2,640 円) 

第 1 段階 
０．３５ 
(1,680 円) 

第７章 介護保険の費用の推計と保険料 
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２ 第１号被保険者の保険料 

６５歳以上 介護保険料（第１号保険料）  市町村（保険者）   決    保険料   市町
村 被保険者 利用  介護保険    水準 反映  金額      
第７期事業計画 介護保険料 設定にあたっては、地域包括   見  化     による高齢者人口の

推計  今後利用 見込   介護保険    量 推計    総合事業に代表される地域支援事業を 
充実させていくこと等を勘案し決定されます。 
その結果、第７期事業計画 介護保険料（第１号被保険者 保険料基準月額）は、５，２６０円と 

なりますが、恵庭市介護保険準備基金 取 崩   介護保険料 抑制 努  第６期事業計画 同額 
４，８００円（年額：５７，６００円）となります。 
これは恵庭市民 方々 介護保険制度 趣旨 理解 、いきいき百歳体操のような介護予防 重度化防

止の活動に努めたこと、また第６期事業計画に位置づけた各施策 着実 実行      って、第７期事業
計画期間中 保険料負担 増大 過度        抑制   成果    考      
今後も第７期事業計画における施策を着実に推進することによって、介護保険財政の安定的な運営や持続

可能 介護保険制度 構築を目指していきます。 

第 6期 第 7期 ２０２５年度 

金額(円） 構成比(%) 金額(円） 構成比(%) 金額(円） 構成比(%) 

総給付費  4,204 85.0% 4,521 86.0% 7,171 88.8%

在宅サービス 1,958 39.6% 1,968 37.4% 3,093 38.3%

居住系サービス 694 14.0% 1,019 19.4% 1,424 17.6%

施設サービス 1,552 31.4% 1,534 29.2% 2,655 32.9%

その他給付費  531 10.7% 303 5.8% 387 4.8%

地域支援事業費  211 4.3% 435 8.3% 517 6.4%

保険料収納必要額（月額） 4,946 100.0% 5,260 100.0% 8,075 100.0%

準備基金取崩額 146 3.0% 460 8.7% 0 0%

保険料基準額（月額） 4,800 97.0% 4,800 91.3% 8,075 100.0%

３ 介護給付費準備基金 

介護給付費準備基金  各市町村 毎年度 決算    生  剰余金 中   ６５歳以上 被保険
者 保険料 剰余金 積 立     設置         予想 超  急激 介護給付費 増加  予
算 不足 生    等    基金  不足額 繰 入         基金  介護保険事業以外 使 
ことはできません。 

第７章 介護保険の費用の推計と保険料 
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１ 恵庭市社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門部会の設置 

恵庭市社会福祉審議会条例 

(設置) 
第１条 恵庭市における社会福祉の推進を図るため、恵庭市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置

する。 
(審議事項) 
第２条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 
(1) 市が策定する社会福祉の計画に関すること。 
(2) 市が実施する社会福祉事業の推進に関すること。 
(3)   他市長 社会福祉推進    必要 認  事項 関     
(組織) 
第３条 審議会は、委員１３名以内をもって組織する。 
２ 委員  次 各号 掲  者      市長 委嘱   
(1) 知識及 経験 有  者
(2) 関係機関又は団体の推薦する者 
(3) 公募で選考した者 
(4) 前各号 掲  者    市長 必要 認  者

(委員の任期) 
第４条 委員 任期  ２年   再任 妨        委員 欠員 生     補欠委員 任期  前任

者の残任期間とする。 
(会長及 副会長) 
第５条 審議会 会長及 副会長 置  委員 互選       定   
２ 会長  会務 総理  審議会 代表   
３ 副会長  会長 補佐  会長 事故     又 欠        職務 代理  。 

(会議) 
第６条 審議会 会議  会長 招集   
２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

(専門部会の設置等) 
第７条 審議会に、次の専門部会を置くことができる。 

(1) 高齢者福祉・介護保険専門部会 
(2) 障害者福祉専門部会 
(3) 児童福祉専門部会 
(4)   他市長 必要 認  専門部会
２ 専門部会の委員は、１３名以内とする。 
３ 専門部会 委員  会長 審議会 委員 中  指名   
４ 前項 規定       市長  専門部会 審議    必要 認  場合  専門部会 委員 
委嘱することができる。 
５ 専門部会 委員 任期  市長 定  期間    
６ 専門部会 部会長及 副部会長 置  
７ 部会長及 副部会長  第 3項の規定により指名された委員の互選により定める。 
８ 専門部会  審議会  付託   事項 審議  部会長   結果 会長 報告        
９ その他専門部会の会議については、第５条及び前条の規定を準用する。 

  (委任) 
第８条   条例 定       必要な事項は、別に定める。

資料編 
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２ 恵庭市社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門部会委員名簿 

任期：２０１７年６月７日～２０１９年５月２６日 

区分 氏名 団体名 備 考 

知識経験者 伊藤 新一郎 北星学園大学   

福祉・介護関係 

西根 輝雄 恵庭市民生委員・児童委員連絡協議会 部 会 長 

中村 正人 恵庭市老人クラブ連合会 

高畠  徹 介護老人保健施設 恵み野ケアサポート 

海老 厚志 恵庭市介護支援専門員連絡協議会 

米地  崇 社会福祉法人 恵望会 

医療・保健関係 

島田 道朗 恵庭市医師会 副部会長

村松 宏之 恵庭市歯科医師会 

原田 泰子 恵庭訪問看護ステーション 

各種団体 
関田 豊 恵庭市町内会連合会 

３ 計画策定体制 

  （１）社会福祉審議会の開催 

    ・平成２９年 ５ 月２９日 ・平成３０年 ３ 月２３日 

  （２）社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門部会の開催 

    ・平成２９年 ６ 月 ７日 ・平成２９年 ８ 月１０日 ・平成２９年１１月 ８ 日 

    ・平成２９年１２月２０日 ・平成３０年 ２ 月１４日 

  （３）利用者等及び市民の意見反映 

    ・在宅介護実態調査（平成２８年１１月 ～ 平成２９年 ３ 月） 

    ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（平成２９年 ５ 月１０日～ ５ 月２９日） 

    ・介護サービス施設整備等アンケート調査（平成２９年 ９ 月１２日～ ９ 月２２日） 

    ・介護予防・日常生活支援総合事業の充実にむけたアンケート調査 

（平成２９年 ９ 月１２日～ ９ 月２２日） 

    ・パブリックコメント（平成３０年 １ 月 ５ 日～ ２ 月 ９ 日） 

    ・住民等説明会 

（平成３０年 １ 月２３日・２５日・２６日・２９日・ ２ 月２７日・ ３ 月２２日） 

     ※対象：地域住民・老人クラブ・民生委員等 

  （４）厚生消防常任委員会の開催 

    ・平成２９年 ６ 月１９日 ・平成２９年 ８ 月２２日 ・平成２９年１０月 ４ 日 

    ・平成２９年１２月１１日 ・平成３０年 ２ 月 ５ 日 ・平成３０年 ３ 月１５日 
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